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研究要旨 
【研究目的】 

 平成 27 年からの健やか親子 21(第 2 次)において「妊娠期からの児童虐待防止対策」が重点

課題の一つに設定された。平成 28 年には児童福祉法が改正され、妊娠期からの切れ目のな

い支援を強く目指したものになっている。そこで本研究班においては、妊娠届、妊婦健康診

査、出産状況等から子育ての困難さや潜在的に抱えている複合的な問題についての要因を明

らかにし、その支援対策を検討することを目的とした。 

 

【研究方法】 

 出産後の子育て困難に繋がるハイリスク妊娠を社会的ハイリスク妊娠と医学的ハイリス

ク妊娠に分けて検討する。妊婦の社会的ハイリスク要因をアセスメントする方法は行政の妊

娠届と医療機関における妊婦健康診査の二通りである。両者においてアセスメントから知り

得た情報の共有方法や出産後の育児状況の把握から「望ましい保健指導のあり方」を検討す

る。特に、妊娠中の要因と児の成育状況との関連性について実証的研究成果を得ることを目

指す。なお、母体メンタルヘルスに問題がある場合、社会的ハイリスク状態である場合が多

いため別個の検討課題として精神科疾患合併妊娠だけではなく、見過ごされがちな“こころ

の負担”を感じている妊産婦も包括的対象とする。 

 

【結果・考察】 

Ⅰ．地域連携における子育て困難事例の把握と対応に関する研究 

 日本産科婦人科学会との共同アンケート調査(1538/2429 施設回答)によって、分娩施設の

37%が児童虐待事例を経験しており、社会的ハイリスク妊娠の多くが周産期センターで支援

を受けている実態が明らかとなった。社会的ハイリスク妊娠検証研究において大阪府の妊娠

届時用アセスメントシートの要因が、統計学的に有意であると確認された。医療機関にて社

会的ハイリスク妊娠であると判断した 192 人中 67 人(34.9%)が特定妊婦となっていた。妊娠

中のアセスメントが特定妊婦の同定に有用であると示された。A 市における特定妊婦 72 例

から出生した児童の追跡調査において、出生後 1 年以上の時点で 34 例 (47.2%)が要保護･支

援児童であった。終結は 29.2%のみ(21/72)であった。 
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特定妊婦以外の妊婦からの要保護･支援児童は 2.2%(64/2852)という結果が得られた。この結

果から特定妊婦と児童虐待発生の関連性を実証的に示すことができる。児童虐待相談所に一

時保護となった 0～5 歳例（虐待保護およびその他の養護を含む）のうち、症例入所群 97 件

(虐待:70 件、養育困難:27 件)を検討した。入所群と対照群で有意差を認めた項目は、母体年

齢や父年齢が若い・父親の年齢が母親の年齢より 10 歳以上年上・未入籍・初診週数が遅い・

妊娠中に高血圧や尿蛋白陽性を認める・経済的な問題がある・早産・出生体重 2500g 未満・

帝王切開・多胎・児の先天疾患の合併・母の精神疾患の合併であった。今後の妊娠期におけ

る虐待予想モデルの作成に有用であると示された。妊婦の社会的ハイリスク状況把握のため

に問診票を作成し、追跡調査を実施中である。さらに、活用支援マニュアル(案)や社会的ハ

イリスク妊娠等の支援を必要とする妊婦への専門職用マニュアル(案)を作成した。3 歳までの

虐待リスク要因を妊娠届で把握する研究結果から、望まない妊娠の予後として 4 ヶ月、1 歳

半、3 歳での子育ての困難さを確認できた。 

Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関する研究 

 昨年作成したハイリスク妊産婦のチェックリストは施設規模によらず使用可能で、子宮頸

部手術後妊娠を加え、チェックリストを完成させた。医学的ハイリスク妊娠の出産後の追跡

調査において自己免疫疾患、婦人科系疾患、腎泌尿器科系疾患、精神科疾患の追跡率が 50%

以下であった。出産後の産婦健康診査に新たな課題が示された。 

Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する研究 

 メンタルヘルスに問題があり介入が必要な妊産婦の頻度は 4%で、全国で年間約 4 万人と

推計された。要介入妊産婦は、病院は 5.4%であり、診療所の 2.4%の 2 倍以上であった。 

昨年度、本研究にて作成したマニュアルをもとに母子保健関係者を対象としたメンタルケ

ア・サポーターを養成する「母子保健メンタルケア指導者研修」を実施した。研修前後に

おける参加者の意識の変化について検証したところ、メンタルケアについての研修会や勉強

会を開催したいと考える参加者が大多数であり、メンタルケアのスキルアップへのニーズの

高さが明らかになった。大阪府小児救急電話相談（#8000）は本来、新生児の相談窓口であ

るが、親のこころの相談も混在しており、産後 2 週間がピークであった。これは産後の子育

て困難と“親のこころの負担”に関連性があることを示している。｢大阪府妊産婦こころの

相談センター｣運用からみた妊産婦メンタルヘルス対策は、妊産婦の自殺対策として都道府

県レベルでは初めての事業で、現時点では数少ない有効性のある事業のひとつといえる。 

 

【結論】 

 妊娠届や妊婦健康診査から社会的ハイリスク妊娠・特定妊婦を同定できることが示され

た。また特定妊婦と児童虐待発生の関連性を示すことができる。今後の課題として社会的ハ

イリスク妊娠の抽出方法の検証を行い、全国システム策定が望まれる。次年度は継続中の研

究成果をまとめ、妊娠期からの望ましい保健指導、さらには切れ目のない子育て支援体制づ

くりを予定している。 
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背景 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 

 
周産期医療は従来から“医学的ハイリ

スク妊娠の管理”に重点的に取り組ん

できた。その他重点課題としては“搬
送体制整備”、“周産期医療人供給体制”
等を周産期医療整備計画に沿って整

備してきた。その結果、母児の予後は

世界的にもトップレベルの医療を提

供できるまでに発展した。こうした成

果の一方で“児童虐待”という言葉が社

会的に注目されるようになってきて、

平成 27 年頃より周産期医療の現場に

おいて“妊産婦の自殺”が問題提起され

るようになってきた。このような社会

問題が決して稀でなくなってきた結

果、平成 12 年には児童虐待の防止等

に関する法律が制定された。この法律

によって『子ども虐待による死亡事例

等の検証結果ついて』(第 1 次～12 次)
が公表されるようになった。児童虐待

(死)事例は大きな社会的関心事にもな

り、その対策が望まれている。平成 16
年には児童福祉法が改正され、“要保

護児童対策地域協議会(以下、「要対協」

とする)”が規定された。さらに、平成

21 年の同法改正において“特定妊婦”
が規定された。大阪府においては『未

受診や飛び込みによる出産等実態調

査報告書』が平成 21 年から毎年報告

されている。その中で、未受診妊娠

は①社会的問題でもあり、医学的問

題でもあった、②児童虐待と強い関

連性があった、③医療介入があれば、

新生児予後は改善する、④医療･保

健･福祉の連携が必要である等が明

らかになった。 
 平成 26年度には健やか親子 21(第 1
次)が終了し、平成 27 年度から健やか

親子 21 (第 2 次)が開始された。基盤

課題 A：切れ目のない妊産婦・乳幼児

への保健対策、基盤課題 B：学童期・

思春期から成人期に向けた保健対策、

基盤課題 C：子どもの健やかな成長を

見守り育む地域づくり、重点課題①育

てにくさを感じる親に寄り添う支援、

重点課題②：妊娠期からの児童虐待防

止対策が掲げられている。 
特定妊婦は児童福祉法において「出

産後の養育について出産前において

支援を行うことが特に必要と認めら

れる妊婦」と規定されているが、具体

的には明確で共通な認定基準は存在

しない。ましてや、「児童虐待の危険

因子」と「妊娠中の要因」の関連性も

明らかではない。本研究においては定

期的な妊婦健康診査(以下妊婦健診と

する)が困難である、あるいは出産後

の育児困難が予想される妊娠を“社会

的ハイリスク妊娠”と仮に定義すると、

“飛び込み出産”、“育児放棄”、“児童虐

待”等は社会的ハイリスク妊娠の重篤

例と考えられるが、科学的にはこれら

の因果関係は検証されていない。出産

後の育児困難・児童虐待を妊娠中の要

因から前方視的に追跡して実証した

研究はないからである。一方、医学的

ハイリスク妊娠は科学的な検証がな

され発展してきたが、社会的ハイリス

ク妊娠は科学的検証という観点から
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は未知の分野である。このような背景

から、子育て困難事例に至る要因を妊

婦健診から見出し、連続的に多職種で

支援する母子保健システムの開発を

目指し、妊娠中の医療・保健・福祉の

役割と効果的な切れ目のない連携支援

システムの確立は、喫緊の課題である。 

 
 
Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

 
 現在の妊婦健診においては母児の

“医学的ハイリスク妊娠”をスクリーニ

ングするシステムが相当程度出来上

がっている。必要に応じて高次医療機

関である周産期母子医療センターも

整備されている。ところが、社会的ハ

イリスク妊娠と医学的ハイリスク妊

娠の関連性は本邦においては、科学的

に実証研究されてきていない。未だ、

社会的ハイリスク妊娠は上述のよう

に定義さえ明らかでないのであるか

ら、その医学的予後との関連も不明で

ある。社会的ハイリスク妊娠の場合、

定期的な各種妊婦スクリーニングも

受けないまま診断・治療の遅れにも繋

がることが予想される。その結果は、

医学的ハイリスク妊娠となっていく

ことが予想される。本研究は両ハイリ

スク妊娠の関係を検証することを目

指している。現在の周産期医療におい

ては妊娠中の望ましい妊婦健診を提

唱しており、適切に保健指導にも介入

している。社会的ハイリスク妊娠に医

学的ハイリスク妊娠が重複した場合

の保健指導はどうあるべきか等も検

討課題である。また、現行の母子健康

手帳を用いた妊婦健診において母体

は 1 ヶ月健診で事実上、終了してしま

う。周産期からの切れ目のない子育て

支援期間は、医学的ハイリスク妊娠に

おいても社会的ハイリスク妊娠にお

いても1年程度は必要であると考えて

いる。 

 
 
Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

 
 従来は母親のメンタルヘルスとい

うよりも妊娠中・産褥期精神疾患合併

妊娠というような医学的ハイリスク

妊娠としてのとらえ方が多かった。健

やか親子 21 (第 2 次)のような課題が

挙げられるに至った背景には母体の

“こころの負担”とも呼ぶべき問題があ

る。このような「こころの問題」は精

神医学における精神疾患と呼ぶべき

かどうか疑問が残る。『子ども虐待に

よる死亡事例等の検証結果について』

においても『未受診や飛び込みによる

出産等実態調査報告書』においても精

神疾患が危険因子として挙げられて

いる。しかし、未受診妊娠事例におい

て、多くが精神科を受診したとしても

精神科疾患とは異なるという診断を

されたり、投薬の必要はないとされて

いる。では、母親と医療関係者、行政

関係者との意思疎通が良好かと言え

ばそうでない事例が多い。母児に多職

種が切れ目なく支援を届けようとし
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ても届かない結果になるのである。む

しろ、精神疾患合併妊娠は精神科医師

の医学的診断や治療を受けることが

出来るので対応への迷いは少ない。精

神科疾患ではないものの“こころの負

担”を抱えたままであった場合、妊娠

中の妊婦健診にも支障が出て、母児の

医学的ハイリスク妊娠にもなりかね

ない。社会的ハイリスク妊娠であれば、

“こころの負担”が顕性化するかも知れ

ないし、“こころの負担”があれば社会

的ハイリスク妊娠となるかもしれな

い。“こころの負担”が最重症化した場

合、妊産婦の自殺・児童虐待死が危惧

される。このように“こころの負担”は
健やか親子課題実現への障壁となる

ことが危惧される。従って、母親のた

めのメンタルヘルス対策は今後の母

子保健の大きな課題である。 

 
A. 研究目的 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 

 
児童虐待(死)も妊産婦の“こころの

負担”等のメンタルヘルス問題も多く

は“子育て困難”による“愛着形成困難”
とでもいうべき状況の下に発生して

いると想定される。そこで、母児の問

題事例に至る要因を妊婦健診から見

出し、連続的に多職種で切れ目なく支

援する母子保健システムの開発を目

指すために以下の研究を行う。 

 
1. 大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 

(担当:佐藤拓代) 
妊娠届出や妊婦健診受診を促す要

因を明らかにすることによりサービ

スの隙間に落ちる妊婦をなくし、効果

的な妊婦支援を行うための要因を検

討する。 

 
2. 産婦人科分娩取り扱い施設におけ

る社会的経済的リスクを持った妊婦

取り扱い状況の全国調査 
(担当:荻田和秀、光田信明) 
全国の分娩施設にアンケートを送

付し、各施設での社会的経済的ハイリ

スク妊婦への対応や望まない妊娠、児

童相談所への通告など出生児への介

入や特別養子縁組の実態を調査する。 

 
3-1. 社会的ハイリスク妊産婦から出

生した児の乳幼児健診時における育

児状況調査 
(担当：光田信明、佐藤拓代、藤原武男) 
「産婦人科医療機関が把握した妊

婦情報」と「育児期に行政機関が把握

した児の情報」を比較することで、「虐

待に対するハイリスク群」を的確に抽

出するための「社会的ハイリスク妊産

婦」の定義(いかなるハイリスク要因

を以て虐待ハイリスク群とするのが

有効か)を行い、その抽出方法を検討

する根拠となるデータを得る。 

 
3-2. 大阪府立母子保健総合医療セン

ターで出生した児の育児状況アンケ

ート調査 
(担当:光田信明) 
社会的ハイリスク妊産褥婦の育児
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状況や地域・行政からの支援状況を知

るために、各家庭に対してアンケート

調査を実施する。 

 
4. A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
(担当：光田信明) 
特定妊婦の出産後の養育状況を検

討する。 

 
5. 機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援に関する研究 
(担当:山崎嘉久) 
機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援のため、妊婦健診で助産

師等が行う保健指導や相談場面を活

用して、妊娠初期からのリスク要因の

変化を把握し、適切なタイミングで保

健機関に連絡するモデルを開発する。 

 
6. 支援を必要とする妊婦への妊娠中

からの継続的支援の実施と評価 
(担当:上野昌江) 
平成 27 年度の事例分析を踏まえ、

支援が必要な妊婦に関わる専門職が

活用できるマニュアル(案)を作成する。 

 
7. 妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究 
(担当:藤原武男) 
愛知県において妊娠時に把握して

いるリスク項目について、妊娠届と 1
歳半児健診、3 歳児健診のデータをリ

ンケージし、妊娠届の情報と虐待傾向

(「育てにくさ」を含む)との関連を明

らかにし、妊娠時から虐待ハイリスク

群をより効率的に選定できる要因を

明らかにする。 

 
8. 本邦の母子保健事業の現状調査 
(担当:佐藤拓代、光田信明) 
平成 28 年には児童福祉法・母子保

健法が改正され、妊娠期からの切れ目

ない妊産婦支援による児童虐待予防

が求められている。一連の事業主体は

市区町村と考えられる。そこで、平成

29 年度事業が開始される直前にアン

ケート調査を行い、本邦の母子保健事

業の現状を調査する。 

 
9. 妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
(担当:光田信明) 
大阪府作製「アセスメントシート

(妊娠期)」の要因が、要保護・要支援

の関連因子であるかを明らかにする。 

 
10. 妊娠中から支援を行うべき妊婦

の抽出項目の選定 
(担当:光田信明) 
虐待症例および対照群の周産期情

報を比較することで、妊娠期からの支

援を行う対象の選定に必要な項目や

それぞれの項目についての重要度を

明らかにする。 

 
 
Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

  
医学的ハイリスクと社会的ハイリ

スク妊娠の関連性と母児予後を検証
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するために、以下の研究を行う。 

 
1. 施設規模別にみたハイリスク妊娠

チェックリストと産科合併症の関連

性に関する検討 
(担当:松田義雄) 

出生後に支援が必要な家庭(要支

援事例)を、妊娠中から的確に把握す

るために、「社会的リスク評価」のみ

ならず、 エビデンスに基づいた「社

会的」リスクを含まない「医学的リ

スク評価」を加味する有用性を明ら

かにする。 

 
2. 医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
(担当:板倉敦夫) 
医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成において、欠如していた

悪性腫瘍治療後妊娠の治療による妊

娠への影響を明らかにして、チェック

リスト完成を行う。 

 
3. 医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
(担当:小川正樹、松田義雄) 
医学的ハイリスク妊娠の出産後に、

次回妊娠へのリスク管理が行われて

いるかについては不明のことが多い。

次回妊娠へのリスクを評価する目的

で、単一施設で出産したハイリスク妊

婦の産後の管理状況を明らかにする。 

 
4. 社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク評価 

(担当:松田義雄、小川正樹、板倉敦夫、

光田信明) 
社会的ハイリスク妊婦のなかには、

妊婦健診未受診等に伴って医学的リ

スクの評価や対応が不十分となるた

め、結果的に医学的にもハイリスクと

なりうる症例が存在し、増悪している

可能性がある。そこで、社会的リスク

の有無による、周産期における母児の

医学的リスクへの影響度を検討する。 

 
 
Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

 
 妊産褥婦メンタルヘルスは社会的

ハイリスク妊娠でもあり医学的ハイ

リスク妊娠でもある事が示唆されて

いる。こうした“こころの負担”が最重

症化した場合、妊産褥婦の自殺・児童

虐待死が危惧される。本研究は妊娠中

からの母体への支援の在り方を検討

するために、以下の研究を行う。 

 
1. メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開

(担当:木下勝之) 
昨年度に行った全国調査データベ

ースをもとに、メンタルヘルスに問題

のある妊産婦への保健指導の開発及

び全国展開などの検討を行う。 

 
2. メンタルヘルス不調の妊産婦に

対する保健指導プログラムの開発と

効果検証についての研究 
(担当:立花良之) 
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母子保健領域において、メンタルヘ

ルス不調の母親の早期発見とその後

の多機関連携を含めたサポートの推

進役となる母子保健メンタルケア・サ

ポーターを養成するため、研修プログ

ラムを作成し、その効果検証を行う。 

 
3. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
(担当：光田信明) 

#8000 は 15 歳未満の小児において

夜間の病気やケガで困った時に保護

者が利用する電話相談事業である。 
大阪府#8000のデータの中から0歳

児、特に新生児の相談に焦点を当て、

産科退院後の在宅新生児において、育

児不安の時期や状況を明らかにする。 

 
4. ｢大阪府妊産婦こころの相談セン

ター｣運用からみた妊産婦メンタルヘ

ルス対策 
(担当：光田信明) 
｢大阪府妊産婦こころの相談センタ

ー｣開設後の運用実績から妊産婦に対

するメンタルヘルス対策を検討する。 

 
B. 研究方法 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 

 
1. 大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 
大阪府市町村の妊娠届出時期と妊

婦健診受診回数等の母子保健活動と、

妊娠届出受理や妊婦健診受診券交

付等に関する質問紙調査から検討

を行った。 

 
2. 産婦人科分娩取り扱い施設におけ

る社会的経済的リスクを持った妊婦

取り扱い状況の全国調査 
日本産婦人科学会と共同で平成28年

1 月現在分娩を取り扱っている 2429
施設を対象にアンケートを送付した。 

 
3-1. 社会的ハイリスク妊産婦から出

生した児の乳幼児健診時における育

児状況調査 
本研究は、大阪府立母子保健総合医

療センターの倫理委員会にて承認を

受け実施した(承認番号 866-2)。 
①研究対象者 
第①段階：社会的ハイリスク妊産婦の

抽出：大阪産婦人科医会が設置してい

る《安心母と子の委員会》に参加する

産科医療機関で当研究期間中に妊娠

分娩管理を行う全妊産褥婦(約 10,000
人/年)。 
第②段階：第①段階で妊娠分娩管理期

間中に「社会的ハイリスクを有する」

と認識され、住所地の保健センター・

児童相談所などの行政関係者に情報

提供を行う者、および第①段階で大阪

府立母子保健総合医療センターにお

いて妊娠分娩管理期間中に「ローリス

ク妊産婦 (＝リスクアセスメントで

「リスク項目ゼロ」)」と認識された

者を抽出した。除外基準は特に設けず、

情報提供に同意しなかった対象者の

み除外とした。評価内容は、育児期間

における子ども虐待の有無であり、そ
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の指標として、市町村で行われる乳幼

児健診(3~4 か月・乳児後期・1 歳 6 か

月)時における情報を解析した。 

 
3-2. 大阪府立母子保健総合医療セン

ターで出生した児の育児状況アンケ

ート調査 
本研究は、大阪府立母子保健総合医

療センターの倫理委員会にて承認を

受け実施した(承認番号 863)。 
 平成 25 年 6 月～平成 26 年 4 月に

当センターで出生した児について、そ

の母のうち社会的リスク評価が行わ

れた 862 人(うち社会的ハイリスクと

認識された者は 114 人 13.2%)を対

象とした。アンケート実施が不可能と

考えられた者(詳細は下記※)を除いた

763 人にアンケート用紙を郵送し、郵

送による返答を得た(連結可能匿名

化)。社会的ハイリスク群とローリス

ク群に分類し、育児状況やサポートに

関する項目について各群間で検討を

行った。 
※アンケート実施不可能者：死産・児

や母の死亡・児が保護者と同居してい

ないことが確認されている者(児の長

期入院など)・その他 

 
4. A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
特定妊婦は医療機関と保健機関双

方から『気がかりのある妊婦』として

あげられた妊婦を周産期ネットワー

ク部会で協議の上、決定した。要保護･

支援児童の母親が妊娠した場合には

特定妊婦とした。特定妊婦への支援は

妊娠中から出産後まで関係機関が必

要な支援を行った。特定妊婦からの出

生児は、出生直後には要支援児童とし

て登録し、支援を行った。1 年後には

要対協実務者会議の進行管理会議で

評価をおこなった。評価結果は要保護

児童、要支援児童、終結、転出に区分

した。 

 
5. 機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援に関する研究 
平成 28 年 7 月～平成 29 年 1 月に

研究協力医療機関において、妊娠届出

書を取り扱った妊婦のうち、研究同意

が得られたケースを対象とし、平成 27
年度に本研究分担班で開発したモデ

ル問診票(「お母さんの健康と生活に

関する問診票」)の記載情報(妊娠前期)
を把握する。また、他地域の事業や研

究成果などを参考として研究協力者

間で検討し、保健指導マニュアルを作

成した。本研究は、あいち小児保健医

療総合センターの倫理委員会で承認

を受け実施した(承認番号 201622)。 

 
6. 支援を必要とする妊婦への妊娠中

からの継続的支援の実施と評価 
事例検討ならびに保健機関、医療機

関の専門職への面接調査から支援が

必要な妊婦への妊娠期からの効果的

な支援について考察した。本研究は、

兵庫医療大学倫理審査委員会の承認

を受け実施した(承認番号16030)。 

 
7. 妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究 
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愛知県名古屋市において平成 28 年

7月～10月の3歳児健診を受診したす

べての母親を対象とし、データリンケ

ージの同意を確認した。平成 28 年 12
月まで同意書の回答が得られた参加

者について名古屋市から縦断データ

の提供をうけた (n=2558, 同意率

39.5%)。1 歳半児健診、3 歳児健診で

子どもを育てにくいと回答した場合

を虐待傾向とみなし、妊娠届の情報と

の関連を解析した。本研究は、国立成

育医療研究センター倫理委員会で承

認を受け実施した(受付番号 716)。 

 
8. 本邦の母子保健事業の現状調査 

対象は、全国の市町村母子保健担当

者で、対象市区町村は、1741 ヶ所で

ある。評価項目としては、①市町村基

本情報、②妊娠届受付、③支援を要す

る妊産婦への対応、④支援を要する妊

産婦に関する医療機関との連携、⑤特

定妊婦や要対協について、⑥産後母子

事業等である。 

 
9. 妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
要保護・要支援が必要な母親(要支

援群)および要保護・要支援が必要で

ない母親(対照群)を抽出し、アセスメ

ントシートにある 6 つの妊婦背景(虐
待・DV 歴、年齢・健診受診歴・母児

疾患歴、支援者状況、メンタルヘルス

(MH)の状態、経済状況、家庭環境) 31
項目および要対協への通知基準であ

る項目について単変量・多変量解析に

よりオッズ比を算出した。要保護・要

支援の必要性は、面談・電話対談・市

からの情報提供により判断した。本研

究は、大阪府立母子保健総合医療セン

ター倫理委員会の承認を受け実施し

た(承認番号 977)。 

 
10. 妊娠中から支援を行うべき妊婦

の抽出項目の選定 
本研究は、大阪府立母子保健総合医

療センターの倫理委員会にて承認を

受け実施した(承認番号 887)。 
この研究は、後方視的な症例対照

研究である。研究対象は以下の 2 群

とした。 
◆入所群：平成 25 年 4 月から平成 28
年 3月の 3年間に大阪府内の子ども家

庭センター2 ヶ所に一時保護となった

0~5 歳例(虐待保護およびその他の養

護含む)のうち、施設入所になった症

例で、母子健康手帳の複写があるもの。 
◆対照群：A 市にて 3 歳半児健診の際

に、同研究について対照群となること

に同意された症例。A 市の「要対協」

に要保護、要支援児童として登録され

ている症例については除外した。 

 
 
Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

  
1. 施設規模別にみたハイリスク妊娠

チェックリストと産科合併症の関連

性に関する検討 
昨年度作製した｢ハイリスク妊娠

(HRP)チェックリスト｣の妥当性を検

証するためにモデル地域を設定し、総
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合周産期母子医療センターと地域周

産期母子医療センターを三次施設、そ

れら以外の総合病院を二次施設、そし

て一般産科診療所や助産施設を一次

施設と定義して、施設規模別にハイリ

スク妊娠の実態調査を行った。滋賀医

科大学倫理委員会の承認を受け実施

した(承認番号 2838)。 

 
2. 医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
 リスク因子の追加を目的に、これま

で詳細な検討ができなかった子宮頸

部手術後妊娠の予後を、以下の二つの

方法で検討した。 
① 日 産 婦 周 産 期 デ ー タ ベ ー ス

(JSOG-DB)を用いて、子宮頸部手術

（円錐切除術および LEEP）後妊娠例

と非施行妊娠例の周産期予後を検討

した。②多施設共同研究によって、子

宮頸部手術後妊娠の術式および妊娠

中管理と、周産期予後を検討した。①、

②ともに各施設及び日本産科婦人科

学会の倫理委員会の承認を得て、施行

した。 

 
3. 医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
東京女子医科大学病院で平成 25 年

に分娩の管理をした妊婦で、産後の管

理がなされたか否かを、フォローアッ

プ期間について診療録を用いて後方

視的に検討した。フォローアップ期間

は、産後 3 か月、6 か月、12 か月時点

での管理状況の有無により判断した。

本研究は、東京女子医科大学病院倫理

委員会で承認を受け実施した(承認番

号 2299)。 

 
4．社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク

評価 
縦断的観察研究である。対象は、大

阪府立母子保健総合医療センター(当
センター)で平成 28 年 1 月 1 日～平成

28 年 12 月 31 日に初診した妊婦であ

り、1600 人程度である。当センター

で管理するも、他院での分娩となった

症例は除外した。当センターにおいて、

初診および妊娠中期、後期の保健指導

の際に看護師、助産師による問診にて、

大阪府作製のアセスメントシートに

基づいた社会的リスクの評価を行う。

本研究は、実施機関である大阪府立母

子保健総合医療センターの倫理委員

会で承認を受けて行う調査である。

(承認番号 972) 

 
 

Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

  
1. メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開 
昨年度に行った全国調査データベ

ースは、産婦人科医会の施設情報調査

2015 で集計された全国の分娩取扱施

設 2453 施設(病院 1044 施設、診療所

1409 施設)を対象に、平成 27 年 11 月

1 日から 11 月 30 日までの 1 ヶ月間に

分娩管理した妊婦について、前方視的
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アンケート調査を実施し作成された。

調査内容には個人情報は含まれず、個

人を特定することはできない疫学調

査で、日本産婦人科医会倫理委員会の

審査、承認を得て行われた。このデー

タベースをもとに、自治体ごと、施設

特性ごとにメンタルヘルス介入が必

要な妊産婦の分布を検討した。 

 
2. メンタルヘルス不調の妊産婦に対

する保健指導プログラムの開発と効

果検証についての研究 
研修会プログラムを作成し、保健

師・助産師・看護師をはじめとした母

子保健関係者向けに研修会を実施し、

その前後で、母子保健のメンタルケア

に対する意識、均てん化への効果を検

証した。なお本研究は、研修会の事前

に国立成育医療研究センター倫理審

査委員会で承認を受け実施した(承認

番号 1401)。研修会前に、事前にアン

ケートを配布した。また、研修会当日

に、研修前後でアンケートを実施し、

研修による母子保健のメンタルケア

に対する意識・行動変容の効果につい

て調べることにした。 

 
3. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
各相談時や直後に相談員が記入す

る受付票から集計作業を行った。相談

内容の分類において、受け答えに際し

保護者の症状へのこだわりが強い場

合や症状に比して不安感の非常に強

い場合、明らかに保護者自身の精神的

不安があると感じられる場合などで

は「親の心の相談」と分類した。この

調査研究に当たっては、大阪府立母子

総合医療センターの倫理委員会の承

認を得た。(承認番号 H27-877) 

 
4. ｢大阪府妊産婦こころの相談セン

ター｣運用からみた妊産婦メンタルヘ

ルス対策 
｢大阪府妊産婦こころの相談センタ

ー｣開設後の運用実績から相談事例報

告を用いて分析した。 

 
C. 研究結果 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 

 
1. 大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 
大阪府市町村の 11 週以内の妊娠届

出率と妊婦健診の受診回数には、弱い

正の相関が見られた。質問紙調査では、

妊娠届出場所が保健センター等の母

子保健担当部署では、保健師の全数面

接が 92.9%で行われていた。妊娠届出

時に妊娠確定に関する要件がないの

が 46.5%、住民票がなくても受理する

場合がある 53.3%、妊婦健診受診券も

VD 等の事情に配慮して住民票がなく

ても発行する 47.6%、受診券発行前野

受診にも使用できる場合がある 9.3%
などで、妊婦健診受診を促す取り組み

がなされていた。 

 
2. 産婦人科分娩取り扱い施設におけ

る社会的経済的リスクを持った妊婦
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取り扱い状況の全国調査 
アンケートの回答は 1538 施設より

回答を得た。回答率は 63%であった。

診療所や一般病院などの一次施設か

らの回答が 85%あり、周産期センター

からは 9%であったが、幅広い施設よ

り回答があった。このうち、97%の回

答者が妊娠中の社会的経済的リスク

は児童虐待につながるとの認識を示

したが、約半数は医療ケースワーカー

（MSW）不在などの理由から介入で

きていないと回答している。また、多

くの症例は周産期センターで扱われ

ていることが読み取れ、周産期センタ

ーは医学的ハイリスク以外の社会的

ハイリスク妊婦を扱う最前線とも考

えられた。 

 
3-1. 社会的ハイリスク妊産婦から出

生した児の乳幼児健診時における育

児状況調査 
現段階で協力産科医療機関は3施設。

ハイリスク群(n=10)、ローリスク群

(n=25)について地域保健センターに

3-4 か月児健診時の情報提供を依頼した。

ハイリスク群(10 例)からの要保護児童

対策地域協議会対象児童は 3 であった。

ローリスク群(n=25)からは無かった。 

 
3-2. 大阪府立母子保健総合医療セン

ターで出生した児の育児状況アンケ

ート調査 
郵送数 763 件 、うち返信あり 356

件( 46.7%)であった。返信のあった

356 件(ローリスク者 323 人、ハイリ

スク者 33 人)のうち、転居があったも

のの割合は両群に有意差(p<0.0001)
が見られた。育児相談相手の箇所数は

ハイリスク群で有意に少なく、相談相

手として実父母やパートナーを挙げ

る者の割合がハイリスク群で有意に

少なかった。一方、祖父母を相談相手

として挙げる割合はローリスク群で

有意に少なかった。 

 
4．A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
4 年 間 で 特 定 妊 婦 は 2.8% 

(163/5893)であり、要保護･支援児童

の母親は 38.7% (63/163)であった。 
出生児の平成 28 年 3 月末時点にお

ける転帰を示す。要保護児童: 29.2% 
(21/72)､要支援児童: 18.1% (13/72)、
終結 : 29.2% (21/72)、転出 : 23.6% 
(17/72)であった。特定妊婦とその他の

妊婦（同時期における特定妊婦以外の

妊婦）に分けて転帰をみた。転帰は要

保護･支援児童とその他(終結、転出)
とした。特定妊婦からの要保護･支援

児童は 47.2% (34/72)であり、その他

の妊婦からの 2.2% (64/2852)に比し

て有意に高頻度であった。要保護･要

支援児童 98 人のうち特定妊婦からの

発生は 34 人(34.7%)であった。 

 
5. 機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援に関する研究 
研究同意が得られたのは4医療機関

で 241 名であった。このうち妊娠前期

において 232 人(98.3%)が、妊娠を「嬉

しい」と回答し、夫(パートナー)も 225
人(93.4%)が「喜んでいる」と回答し
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ていた。現在の妊婦の状態について、

67 人(27.9%)の妊婦が「眠れない」「イ

ライラする」「涙ぐみやすい」「何もや

る気がしない」などの精神的な不調を

自覚し、半数以上が何らかの身体的な

不調を持っていた。相談相手として、

夫(パートナー)は 230 人(95.4%)､実母

は 213 人(88.4%)の回答であった。本

研究は前向き調査であるため、これ

から、支援対象者を保健機関に連絡

するなどの支援が始まる。今後、研

究協力自治体への連絡状況や自治体

の支援状況、そして出産後の状況を

把握するなどモデル問診票の有効性

を検証する予定である。また、研究

協力者間で検討し、モデル問診票を

一般化するための保健指導マニュア

ルを作成した。 

 
6. 支援を必要とする妊婦への妊娠中

からの継続的支援の実施と評価 
妊娠中から事例を把握し、保健機関

と医療機関が連携してかかわること

により医療機関での出産に結びつけ

ることができていた。このことは虐待

死亡事例の0日死亡を予防することが

できたと考えられる。しかし、3 事例

とも出産後の継続した支援の難しさ

が示された。「妊娠中、出産後の保健

相談において活用できる支援技術」と

してマニュアルを作成した。 

 
7. 妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究 
妊娠届で「予想外だったので戸惑っ

た」「困った」「何とも思わない」「そ

の他」と回答した場合に、1 歳半児健診、

3 歳児健診で虐待傾向のリスクが高い

ことがわかり、妊娠届で望まない妊娠

であった場合、生後 3 歳までの虐待リ

スク群であることが明らかになった。 

 
8. 本邦の母子保健事業の現状調査 
今年度は、計画立案およびアンケー

ト調査発送・回収まで行った。 

 
9. 妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
要支援群に 74 人、対照群に 578 人

が抽出された。要保護・要支援の必要

性が有意に高い要因は31項目中25項

目に認められた。また、通知基準であ

る 16 歳未満の妊娠、虐待・DV 歴・

未受診、MH 問題・経済的困窮の粗オ

ッズ比 (95%信頼区間 )はそれぞれ

24(2.5-238) ､ 95(44-203) ､ 54(26-115)
で、調整オッズ比(95%信頼区間)はそ

れぞれ 0.49(0.03-15) ､ 66(30-165) ､
27(9.2-86)であった。妊娠期アセスメ

ントシートにある要因は、概ね要保

護・要支援に関連していた。虐待・DV
歴・未受診または MH 問題・経済的困

窮は要保護・要支援の関連因子だが、

16 歳未満の妊娠単独は関連因子でな

かった。 

 
10. 妊娠中から支援を行うべき妊婦

の抽出項目の選定 
入所群は 97 件であり、虐待による

ものが 70 件、養育困難が 27 件であっ

た。対象群は、345 例であった。入所

群と対照群で有意差を認めた項目は、
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母体年齢が若いこと、父年齢が若いこ

と、父親の年齢が母親の年齢より 10
歳以上年上、未入籍、初診週数が遅い、

妊娠中に高血圧を認めること、妊娠中

の尿蛋白陽性を認めること、経済的な

問題があること、早産、出生体重

2500g 未満、帝王切開、多胎、児の先

天疾患の合併、母の精神疾患合併であ

った。 

 
 

Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

 
1. 施設規模別にみたハイリスク妊娠 
チェックリストと産科合併症の関連

性に関する検討 
一次施設 13 施設 1,054 症例、二次

施設 4 施設 264 症例、三次施設 3 施設

298症例における産科合併症とその中

でリスク因子がある症例は、それぞれ

21.6% / 50.9% ､  30.7% / 60.5% ､

42.3% / 69.8%となった。産科合併症

でリスク因子を有する症例の頻度は、

施設規模で違いが見られたが、一次施

設で認められた産科合併症の半数は

リスク因子を有していた。 

 
2. 医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
子宮頸部手術後妊娠の早産率

26.2%(390/1,488)は、未施行妊娠の

10.7% (37,782/351,848)に比して、有

意に高値を示した。Risk ratio (RR)は
2.44 と高い早産への寄与因子である

ことが示された。一方、子宮頸部手術

後妊娠の術式別の早産率については、

有意差を認めなかった。また 20 週頃

の頸管長は、早産の有無で有意差はみ

られなかった。さらに、予防的頸管縫

縮術や腟分泌物培養の結果でも、早産

の有無で差を認めなかった。 

 
3. 医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
合併症を有する妊婦が、のべ 237 名

含まれており、1 型糖尿病：36 名、2
型糖尿病：17 名、甲状腺疾患：43 名、

精神神経疾患：30 名、腎泌尿器科疾

患：29 名、子宮頸部異形成を含む婦

人科系疾患：26 名、血液疾患：11 名、

消化器系疾患：9 名、肝炎キャリアな

どの肝疾患：7 名であった。糖尿病、

血液疾患、肝疾患、甲状腺、消化器疾

患などでは非常に高率に長期間にわ

たりフォローアップされているが、自

己免疫疾患、婦人科系疾患、腎泌尿器

系疾患、精神疾患、および産科合併症

では、フォロー率が低いことが明らか

になった。 

 
4. 社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク評価 
社会的リスクの評価については、

情報の欠損について再確認中であ

る。対象者すべての分娩が完了する

のが、平成 29 年 12 月末であり、結

果については次回の報告書に記載

予定である。 
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Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

 
1. メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開 
自治体ごとのメンタルヘルス介入

が必要と考えられた妊産婦の割合は、

0.6%から 8.6%に分布し、地域ごとで

は、関東、九州、北海道・東北で他の

地域より増加する傾向であった。 
メンタルヘルス介入が必要と考え

られた妊産婦の割合は、精神科受診歴

のない妊産婦がより多く抽出された

自治体で高率で、産婦人科医師の意識

やスクリーニング方法の相違がこれ

らに影響している可能性があった。 
要介入と判断された妊産婦の割合

は、診療所(2.4%)に比較し、病院(5.4%)
では2倍以上で、特に大学病院(10.2%)
と国立系病院(7.6%)に集中していた。 
要介入と判断された妊産婦への対

応は、大部分の施設で助産師(87.4%)
や産婦人科医師(53.0%)が行い、臨床

心理士(14.3%)が行っていたのはわず

かで、その割合も自治体間、施設間で

異なっていた。 
精神科への紹介率は 22.2%に止ま

り、総合周産期母子医療センター等高

次施設で 57.6%と高く、産科診療所で

は 14.5%と低く、自治体間でも異なっ

ていた。 

 
2. メンタルヘルス不調の妊産婦に対

する保健指導プログラムの開発と効

果検証についての研究 
今後、自施設内や他機関関係者とメ

ンタルケアについての研修会や勉強

会を開催したいと考えている参加者

は大多数であり、メンタルケアのスキ

ルアップへのニーズの高さが明らか

になった。また、多くの参加者が研修

会への満足度の結果から、本研究で実

施したメンタルケアの指導者研修の

ような研修プログラムの提供が母子

保健関係者のメンタルケアについて

のニーズに合致していることが示唆

された。 

 
3. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
大阪府#8000における年間4万件以

上の相談のうち 4分の 1以上が 0歳児

で、新生児の相談は平成 17 年より毎

年 500~600 件認められた。 
平成 26 年度新生児相談件数 618 件

では、生後 2 週目の相談が 252 件(新
生児の 40.8%)と最も多かった。 
新生児期の発熱・嘔吐の相談の多く

は健常児の体温の高さや溢乳などの生

理的現象に関する相談で、他も「鼻汁・

鼻閉」「皮膚症状」などの軽微な症状や

育児相談に類する相談が多かった。 
症状へのこだわりや親の精神的不

安の強い相談を「親の心の相談」に分

類すると、平成 26 年度は新生児で 9
件(1.5%)の相談があった。 

 
4. ｢大阪府妊産婦こころの相談セン

ター｣運用からみた妊産婦メンタルヘ

ルス対策 
総相談件数は 182 件で、全体の 44
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件(24.2%)は 2 回目以降の継続相談案

件であった。相談者は、妊産褥婦本人

が 120 件(65.9%)、妊産褥婦の家族が

30 件(16.5%)、知人が 5 件(2.7%)、妊

産褥婦に関わる医療･行政機関が 27
件(14.8%)であった。105 人(57.7%)が
匿名であった。相談センターの存在を

知った経路を尋ねているが(4-11 月集

計)、産科医療機関から(22.2%)、テレ

ビ新聞など (15.2%) 、市町村から

(11.4%) ､ ネ ッ ト (10.1%) ､ そ の 他

(13.9%)、不明(27.2%)であった。妊娠

中が 37 件(20.3%)、分娩後が 133 件

(73.1%)、その他や不明が 12 件(6.6%)
であった。精神症状についての相談が

最も多く、精神科受診相談・薬・希死

念慮・精神科救急についての相談も見

られる。一方家族関係や育児について

の悩みといった「社会背景」、メンタ

ルとは異なる「身体症状」の訴えなど

相談内容は多岐に渡る。1 回あたりの

電話相談時間は 30 分未満(59%)、
30~60 分(30%)、60 分以上(8%)、その

他(3%)である。相談への対応方法は多

くが電話相談で完結しているが、他機

関を紹介・連絡する場合もある。紹介

先としては市町村保健センター(47%)、
精神科医療機関(17%)、保健所など

(10%)、市町村児童相談所(9%)、精神

科以外の医療機関(6%)、その他(11%)
であった。 

 
D．考察 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 
子育て困難事例に至る要因を妊婦健

診から見出し、連続的に多職種で支援

する母子保健システムの開発を目指

すために以下の研究を行った。 

 
1. 大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 
大阪府市町村の妊婦健診公費負担

額・妊娠 11 週以内の妊娠届出率は、

現時点では全国平均を上回っている。 
 妊婦への経済的支援は大きく改善

していたが、妊娠 11 週以内妊娠届出

率は医療圏ごとに高低の傾向があり、

市町村に妊娠届出受理の要件と妊婦

健診受診券交付の要件について調査

を行ったところ、妊娠届出時に妊娠確

定に関する要件がないのが 46.5%、住

民票がなくても受理する場合がある

53.3%、妊婦健診受診券も VD 等の事

情に配慮して住民票がなくても発行

する 47.6%、受診券発行前の受診にも

使用できる場合がある 9.3%などで、

妊婦健診受診を促す取り組みがなさ

れていた。 
妊娠 11 週以内の妊娠届率と妊婦健

診受診回数には弱い正の相関がある

ことから、妊娠届出や妊婦健診受診券

交付のハードルを低くするとともに、

DV 等の状況に配慮した取り組みが必

要と考えられた。 

 
2. 産婦人科分娩取り扱い施設におけ

る社会的経済的リスクを持った妊婦

取り扱い状況の全国調査 
アンケート結果から分娩を扱って

いる施設の産婦人科医は、社会的経済

的リスクが児童虐待につながると一
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般的に認識しているが、MSW が不在

である施設が多く、それらの症例は周

産期センターに集中している可能性

があることがわかった。また、児童相

談所（児相）への引き取りが特別養子

縁組よりも多く、アンケート期間にお

いては養子縁組の 12.5%は本人が探

した私的団体が仲介していた。 

 
3-1. 社会的ハイリスク妊産婦から出

生した児の乳幼児健診時における育

児状況調査 
ハイリスク症例数が n=10 と未だ少

なく、結論を出すに至らないが、既に

出生届未提出・乳幼児健診未受診・要

対協対象者が 4 例存在した。 

 
3-2. 大阪府立母子保健総合医療セン

ターで出生した児の育児状況アンケ

ート調査 
ハイリスク・ローリスクともに約 2

割が分娩後 1.5 年以内に転居していた。 
1.5 歳までの児の入院率・予防接種

率・乳幼児健診受検率は両群で有意差

が見られなかった。ハイリスク群はロ

ーリスク群と比較して育児相談の相

手先が少ない傾向にあった。さらに、

ハイリスク群はローリスク群と比較

して「パートナー」「実父母」を相談

相手とすることが有意に少なく、本来

育児相談相手となるべき人々に頼れ

ず孤立しがちな状況を示していると

考えられる。一方、ハイリスク群では

「祖父母」を育児相談相手とすること

が有意に多く、有意ではないが保健

師・近所の人・病院関係者などそれほ

ど近しくない人に育児相談しなけれ

ばならない状況が示された。 

 
4. A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
特定妊婦は児童福祉法第 6条 3の第

5 項(平成 21 年 4 月 1 日)において『出

産後の養育について出産前において

支援を行うことが特に必要と認めら

れる妊婦』とされている。今回、【児

童福祉法等の一部を改正する法律の

公布について(平成 28 年 6 月 3 日) 】
の[児童虐待の発生予防の項目]内にお

いて、以下のように記載されている。

「児童福祉法第 6条の 3第 5項に規定

する要支援児童等(支援を要する妊婦、

児童及びその保護者)と思われる者を

把握した病院、診療所、児童福祉施設、

学校その他児童又は妊産婦の医療、福

祉又は教育に関する機関及び医師、看

護師、児童福祉施設の職員、学校の教

職員その他児童又は妊産婦の医療、福

祉又は教育に関連する職務に従事す

る者は、その旨を市町村に情報提供す

るよう努めることとする(児童福祉法

第 21 条の 10 の 5 第 1 項)」。すなわ

ち、特定妊婦への支援は子育て支援を

通して、児童虐待の発生予防を期待す

る面がある。特定妊婦の同定と支援策

策定が望まれる所以である。健やか親

子 21(第 2 次)においても基盤課題 A:
切れ目ない妊産婦･乳幼児への保健対

策、重点課題 2:妊娠期からの児童虐待

防止対策が提唱されている。しかしな

がら、特定妊婦を追跡した場合にどの

程度児童虐待が発生するのか、特定妊
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婦支援が児童虐待発生防止に繋がる

かは不明である。今回の研究によって

特定妊婦から出生した児童の転帰が

判明した。特定妊婦からの要保護･支

援児童は約半数(47.2%)に発生してい

た。これは関係機関が母児への支援を

行っていた中での結果である。特定妊

婦以外の妊婦からは  2.2%(64/2852)
の発生率であり、この発症率の差から

みても妊婦を取り巻く社会的要因分

析から妊婦を社会的ハイリスク妊婦

であるのかどうかをアセスメントす

ることの重要性が認識される。さらに、

その他の妊婦には特定妊婦ではない

が、社会的ハイリスク妊娠である妊婦

が相当数含まれている。特定妊婦で

はない社会的ハイリスク妊婦からの

出生児の転帰調査も必要である。

平成 27 年度当研究班の調査より大阪

府の特定妊婦数は、平成 26 年：1.0% 
(352/36,244) 、 平 成 27 年 ： 1.2% 
(470/38204)と報告されたが、本研究

においては、この結果に比して約 2 倍

の認定数となった。これは、特定妊婦

の定義、アセスメント項目、関係機関

の情報収集力等の差が考えられる。従

って、関係機関で統一された評価方法

が待たれるところである。 
終結はわずか、29.2%(21/72)に過ぎ

ない。これも分娩後の母児に関係機関

が支援を行った結果ということも併

せて考えなければならない。母児への

支援がなければ、終結はさらに少なか

ったことが予想される。 
 転出については詳細が不明な部分

が多いのであるが、23.6% (17/72)とい

う結果であった。この意味するところ

は今後も内容を明らかにする必要性

があると考える。 
 要保護･支援児童からみると、特定

妊婦からの出生は 34.7% (34/98)であ

った。すなわち、特定妊婦への母児支

援が完璧に児童虐待を防止したとし

ても、児童虐待全体への防止効果は

1/3 程度と推定される。しかし、特定

妊婦ではない社会的ハイリスク妊娠

の関与を考慮すれば、この児童虐待防

止寄与率はさらに高くなることが推

定される。 

 
5. 機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援に関する研究 
1) モデル問診票の記入状況 
 今回、問診票の利用に同意が得られ

た妊婦 (妊娠前期 )のうち、232 人

(98.3%)が妊娠を「嬉しい」と回答し、

夫(パートナー)も 225 人(93.4%)が「喜

んでいる」と回答していた。妊娠届出

書に関するパイロット調査 2)では、

「妊娠が分かった時、うれしくない

(予想外だったので戸惑った、困った、

何とも思わない、その他)」との回答

が 7.1%であったとのデータがあるこ

とから、同意が得られた妊婦のグルー

プの特性について、妊娠届出書のデー

タを解析するなど分析が必要と考え

られた。 
一方、妊娠について「とまどってい

る」「困っている」と回答した妊婦 4
人について、相談者や支援者の状況に

ついて確認した結果、これらの妊婦全

員が、夫(パートナー)や実母に「何で
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も打ち明けることができる」と回答し

ていた。また、妊娠を「とまどってい

る」3 人の妊婦は、夫(パートナー)が
困ったときに助けてくれる支援者で

あると回答していた。 
現在の妊婦の状態について、うつ状

態に関連する精神的状況を尋ねたと

ころ、67 人(27.9%)の妊婦が「眠れな

い」「イライラする」「涙ぐみやすい」

「何もやる気がしない」などの精神的

な不調を自覚しており、身体的な不調

については、半数以上が何らかの不調

を持っていた。これらの訴えと、支援

の必要性の関連は今後検討すること

になるが、少なくとも妊婦健診の相談

内容として重要な項目と言える。 
本研究は前向き調査であるため、こ

れから、支援対象者を保健機関に連絡

するなどの支援が始まる。今後、研究

協力自治体への連絡状況や自治体の

支援状況、そして出産後の状況を把握

するなどモデル問診票の有効性を検

証する予定である。 

 
2) 保健指導マニュアル作成 
モデル問診票は、その開発経緯から

も、特定の地域の医療機関と保健機関

での活用を意図したものである。研究

協力者間では、問診の意義や問診を用

いた面談の場面、支援対象者の状況が

共有できているものの、他地域の医療

機関で利用するためには、問診項目の

活用方法を明らかにする必要がある。

このため、モデル問診項目の意義や活

用方法をマニュアルとしてまとめる

必要があった。 

モデル問診項目は、スクリーニング

項目として開発していないため、助産

師等の担当者間のアセスメントを一

定に揃えるためには、何らかの基準を

用いる必要がある。研究班の全体会議

での助言を得て、すでに大阪府内の医

療機関と行政機関との連携に導入さ

れているアセスメント項目を用いる

こととした。 
アセスメント項目は、支援の必要な

妊婦を把握するための要因を、生活歴

(A)、妊娠に関する要因(B)、心身の健

康等要因(C) 、社会的・経済的要因(D)、
家庭的・環境的要因(E)、その他(F)に
分け、それぞれについて具体的なアセ

スメント項目が示され、家族や地域の

支援者、関係機関との関係に関する状

況も評価するものである。マニュアル

では、問診項目それぞれが、どのアセ

スメント項目を把握するために活用

できるのかを示した。その検討過程に

おいて、カルテの基本情報とモデル問

診項目を組み合わせることで、すべて

のアセスメント項目の状況把握が可

能であることが明らかとなった。今後

の問診票の試行過程において、その有

効性を明らかにする予定である。 

 
6. 支援を必要とする妊婦への妊娠中

からの継続的支援の実施と評価 
事例検討した事例から、妊娠中か

ら事例を把握し、保健機関と医療機

関が連携してかかわることにより医

療機関での出産に結びつけることが

できていた。このことは虐待死亡事

例の 0 日死亡を予防することができ
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たと考えられる。しかし、3 事例と

も出産後の継続した支援の難しさが

示された。保健機関、医療機関及び

関係機関とつながりにくい親の背景

の厳しさを理解した支援が必要であ

ると考える。 
 また、B 市、C 市の保健師への面接

調査から、以下の共通点が示された。 
・ 妊娠届出面接を全数に行い、支援

が必要と判断した妊婦には、担当

保健師が妊娠中からかかわる。 
・ 保健師のかかわりだけでなく、医

療機関と連携しながらかかわって

いく。 
・ 地域のなかで妊娠中からの支援を

サポートするネットワーク(B 市:
周産期ネットワーク、C 市:母子保

健推進連絡会)をつくる。 
また、医療機関スタッフへの面接から

は、初診時から関係性の構築を大事に

した丁寧で具体的な支援が行われて

いた。そのなかでも特に重要なことは、

「妊婦のことを、子どもを産み、母親

になっていく人としてでなく、一人の

女性として、大事な人である」、「あな

た自身が幸せになることを支える」と

いうことが伝わるように支援してい

た。そして医療機関のスタッフとのか

かわりが妊婦にとって「心地よい」と

感じられるようにしていた。 
 支援が難しい妊婦や親への関わり

においては、関係の取りにくさ、訪問

拒否、自己中心的要求、指導の入りに

くさなどに振り回されてしまいがち

である。そのなかで家族の状況の複雑

さ、人間関係の距離の取りにくさ、産

まれてくる子どもへの思いの希薄さ、

自分のからだをいたわらない行動、産

むことへの迷い、出産準備が進まない

ことなど感じる。その背景に被虐待歴

など子ども時代に愛された経験がな

い、共感して対応してもらった経験の

乏しさがあることを察知することが

必要である。それを察知することによ

り、医療機関のスタッフが行っている

ような支援につながる方略が導き出

されてくると考える。 
支援がつながりにくい人への関わり

において以下のようなことが重要で

あると考える。 
・ 妊婦、母親、家族のこれまでの(生

育歴)の厳しさ、たいへんさ、しん

どさを理解する 
・ 妊婦、親が困っていることの相談

にのる 
・ ひとつひとつの心配ごと、不安に

丁寧に対応する 
・ できていること、できたことをき

ちんと言葉にして伝える、それを

ほめる 
・ 一人の女性として大事な人である

ことを伝える 
・ 妊婦が心地よいと感じられる関係

をつくる 
・ 妊婦のできるところをみつけ、そ

れを連携の糸口にする 
・ 親が具体的にできることを、社会

資源を総動員して行う 
 単にかかわりが難しい人、関係が取

りにくい人、自己中的な人としてみる

のではなく、その内側にある、妊婦の

子ども時代の辛い体験を予測しなが
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ら、彼らが大事な人であることを伝え、

彼らが心地よく思える関係をつくっ

ていくことから支援がはじまってい

くと考える。 
このような支援について、「妊娠中、

出産後の保健相談において活用でき

る支援技術」としてマニュアルを作成

した。 
〈マニュアルの内容〉 
① つながりにくさの背景 
② 妊娠中からの保健指導のポイン

ト(面接調査の結果から導きだされた

内容から)妊娠中からかかわり、つな

がり続けること 
・ 妊婦、親を支援する関係機関とつ

ながっておく 
・ 妊婦、親が役に立つと感じる存在

になる 
・ 妊婦、親が負担にならない出産準

備を一緒に進める 
・ 妊婦、親のできる力を見つける 

 
7. 妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究 
この研究においてデータリンケー

ジにおいて同意を求めた場合、約 40%
の同意率であること、同意者の偏りは

あまりないことがわかった。そして、

同意を得ることのコスト(同意書の同

封、返信用切手等)は膨大であった。

この知見は非常に重要である。なぜな

ら、母子保健情報のビッグデータ化に

おいて同意を得るべきかについて貴

重な示唆を与えるからだ。本研究のよ

うに妊娠届や産科受診データから虐

待リスクを予測するような研究が今

後必要であると考えるが、その場合に

データリンケージにおいても同意が

必要か、については倫理指針の改定も

参考にしながらさらに議論を深めて

いく必要があるだろう。 
 そしてデータリンケージできた場

合、妊娠届において望まない妊娠であ

った場合に 1 歳半、3 歳まで子育て困

難感としての虐待傾向が続いていた。

つまり、望まない妊娠に対して、母子

関係を改善するような介入がほとん

ど効果を示していないと予想される。

今後はどのような介入を行ったかを

明らかにし、介入効果を検証する必要

があるだろう。母子関係という虐待を

強く予測する情報が妊娠届で把握で

きるので、今後はこの情報を母子を

「支える」「寄り添う」という視点で

介入につなげ、子育て困難感の減少、

そして虐待の減少につなげていく必

要がある。 

 
8. 本邦の母子保健事業の現状調査 
平成 21 年の児童福祉法改正により、

出産後の養育について出産前におい

て支援を行うことが必要と認められ

る妊婦については「特定妊婦」として

要保護児童対策地域協議会(以下、要

対協)の支援対象となった。しかし、

同法改正以降も従来の母子保健業務

を中心とした保健師による妊婦への

支援が行われる中で、支援を要する妊

産婦の効率的な抽出方法・産後ケア、

医療機関との連携のあり方が課題と

なっている。平成 28 年には児童福祉

法・母子保健法の改正があり母子健康
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包括支援センターの設置・運用が開始

される。その課題解決に向けて、各市

区町村の母子保健担当部署が工夫を

凝らしながら、独自のノウハウで対応

しているものと思われる。そこで、全

国各市区町村の母子保健担当部署の

母子保健事業の現状について調査す

ることとした。 
本アンケート調査で妊娠期から子

育て支援までの現状が明らかになる

と考えられる。結果によって問題点、

課題等が明らかになれば、医療・保

健・福祉の連携を実効あるものにし

ていく方策がみえてくることも期待

できる。 

 
9. 妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
本研究により、われわれと大阪府で

作成した「アセスメントシート(妊娠

期)」の項目は、大部分が要保護・要

支援の関連因子であることが分かっ

た。また、要保護児童対策地域協議会

への通知基準は、おおよそ適切である

ことが明らかになった。 
妊娠期から、要支援・要保護児童児

の母親を抽出する試みは、以前よりな

されてきた。オレゴン州の家庭訪問支

援プログラムにおける産院でのスク

リーニングやアメリカの Wessel によ

り提唱されたプレネイタルビジット、

愛知県の妊娠届書からのスクリーニ

ング、大分県のペリネイタルビジッ

ト・ヘルシースタート専門部会による

支援対象者選定時のポイント、そして、

われわれと大阪府と共同で開発した

「アセスメントシート(妊娠期)」があ

る。これらのスクリーニングツールの

うち、海外で開発されたものについて

は、有用性について検証され、一定の

有効性が証明されている。しかし、日

本ではこれらの取り組みはごく最近

のことであり、検証されていないか、

もしくは、ごく少数の人数によるアン

ケート調査でしか検証されていない。

つまり、本邦のスクリーニングツール

の項目については、海外で有用とされ

ている項目を取り込みつつ経験則に

もとづいて作成されており、科学的な

根拠はない。われわれが大阪府と共同

で作成した「アセスメントシート(妊
娠期)」も、長年、この分野で活動し

てきた医師、助産師、保健師の経験則

にもとづいて項目が作成されており、

科学的な検証がなされていない。その

ため、本研究において統計学的に各項

目を検証したことは、今後の「アセス

メントシート(妊娠期)」を用いて要支

援・要保護児の母親を妊娠期にスクリ

ーニングするにあたり、有意義な検討

と思われる。 
検討の中で、「アセスメントシート

(妊娠期)」の項目には、一部は有意で

なく不必要な項目も含まれることが

示唆された。要支援群と対照群で差を

認めなかった項目のうち、「４０歳以

上の妊娠」、「多胎や胎児に疾患や障が

いがある」、「訴えが多く、不安が高い」、

「身体障がい・慢性疾患がある」につ

いては、要支援群に限らず対照群にも

該当するものが多かったが、項目内容

から推測するに、それも当然と思われ
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る。これらの要因については項目から

削除することを検討したほうがいい

かもしれない。また、「過去に心中未

遂(自殺未遂)がある」、「家の中が不衛

生」については、重要な項目とは思わ

れるが、そもそも両群とも該当する数

が少なかった。これらの項目は、訴え

を引き出すのが難しいためと思われ

る。したがって、単に問診するだけで

なく、聞き出す能力も必要であること

が推測された。この「アセスメントシ

ート(妊娠期)」は誰でも、要支援・要

保護児童児の母親を抽出できるもの

を目指して作成されたものであるが、

これらの項目については上手に聞き

出す必要があり、問診能力の教育が必

要で、スクリーニングツールとして限

界と思われた。 
支援を要する妊婦の抽出基準は、ス

クリーニングツールの要となる。例え

ば、愛知県の妊娠届書からのスクリー

ニングでは、各項目に重み付けを行い

点数化し、何点以上ならハイリスクと

して扱っている。「アセスメントシー

ト(妊娠期)」では、要保護児童対策地

域協議会への通知基準として、表 2 を

使用して支援を要する妊婦を抽出し

ている。概ね妥当であったが、「住所

不定・居住地がない」は、対照群に該

当者がいないため統計的には検討で

きなかった。その他の基準は有用であ

った。一方で、「16 歳未満の妊娠」に

ついては、単独でも該当すれば通知す

ることになっているが、多変量解析の

結果、有意な基準にはならなかった。

これは、「16 歳未満の妊娠」は支援を

要する母親に間違いはないが、もし、

家族の十分な支援体制が整っていれ

ば、必ずしも公的支援が必要ではない

ためと考えられた。 

 
10. 妊娠中から支援を行うべき妊婦

の抽出項目の選定 
施設入所群と対照群を比較するこ

とで、今まで虐待と関連の深いといわ

れていた若年妊娠、経済的な問題、母

の精神疾患、初診週数が遅い等の因子

の多くが、やはり虐待、養育困難と深

い関連があることが示された。本研究

で検討した因子は、父母の背景、妊娠

経過、児の問題の 3 つに大別される。

父母の背景として、若年もしくは年の

差婚、未入籍、経済的な問題、母の精

神疾患等があり、妊娠経過については、

高血圧、尿蛋白、早産、児の問題とし

て、低出生体重児、早産児、多胎、先

天疾患等が挙げられる。そもそもの背

景に加え、妊娠中の問題および出産後

児の育てにくさにつながるような児

の先天疾患、早産、低出生体重等が合

わさると、将来的に虐待や養育困難と

なる例を多く認めることが判明した。

入所理由が虐待か養育困難か、虐待の

種類が身体的虐待かネグレクトかに

おいて、関連する周産期因子には違い

を認めた。特に養育困難やネグレクト

では父母の年齢差、母の精神疾患が強

い 関 連 が あ っ た 。 こ の 研 究 の

limitation は、入所群が母子健康手帳

の複写のあるものに限定されている

点であり、母子健康手帳の提出がない

ものの中には、飛びこみ分娩で入所時
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に母子健康手帳の発行がないものや、

母子健康手帳の提出拒否、母子健康手

帳紛失等様々な原因があるが、複写の

ないものについては、その原因も不明

であることである。対照群については、

アンケート形式で任意の参加として

おり、選択バイアスがあることである。

また、strength としては、虐待や養育

困難での入所例についての情報を使

用した検討であり、今まで報告がない

こと、また、対照群を設定しているこ

とである。 

 
 

Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

 
 本研究は医学的ハイリスクと社会

的ハイリスク妊娠の関連性と母児予

後を検証することを目指している。 

 
1.施設規模別にみたハイリスク妊娠

チェックリストと産科合併症の関連

性に関する検討 
「HRP チェックリストの適切な活

用が産科合併症の早期発見に繋がる」

との仮説を検証するためには、現在進

行している症例に対しての前方視的

な観察による証明がより確実と思わ

れるがその前段階の検証方法として、 
この研究を行った｡ 
まず、HRP チェックリストの作成

にあたっては、JSOG-DB を利用した

が、このデータベースは、 わが国最

大の周産期データベースである。残念

ながら、全分娩登録ではなく、病院を

中心としたデータベースであること

は前述した通りである。 
今回、一般産科診療所や助産施設を

中心とした一次施設の症例にどの程

度当てはまるのか検証したところ、産

科合併症に関与するリスク因子の抽

出率(感度)が 50%以上あったことは、

施設規模にかかわらず、 本チェック

リストを使用できる可能性を示唆し

ている。 
今回の検討では、 一次施設におい

て、 陽性的中率は有意ではなかった

が、今後症例数の増加やリスク因子別

の検討や重みづけを加えることで、 
一次施設で本チェックリストを使用

できる可能性がある。 
 今回は一次解析の結果を示すにと

どまったが、最終年度は、妊娠高血

圧症候群や切迫早産などの主な産科

合併症別に、リスク因子が認められ

る頻度の比較を施設規模別に追加検

討を行うことで「この HRP チェック

リストが施設規模によらず全施設で

使用可能である」ことを検討する予

定である。 
 同時に「社会的」リスクと「医学的」

リスクの相互関連性も検討する予定

で当該施設での倫理委員会で承認さ

れたところである。 

 
2．医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
子宮頸部悪性腫瘍に対する子宮頸

部手術は、頸管組織の残存を意識した

治療を行ってはいると思われるもの

の RR≧2 の早産ハイリスク妊娠であ
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った。母体年齢等子宮頸部手術施行群、

非施行群で有意差があり、背景が同一

でなくさらなる検討を要すると考え

られた。また、手術方法別のリスクに

は差がなく、頸管長や腟分泌物培養の

結果、あるいは予防的頸管縫縮術でも

早産率に差がみられなかった。さらな

るリスク分類はできず、また早産予防

の有用な管理法は見いだせていない。 
子宮頸癌および子宮頸部病変は、多く

が性交渉によって感染する HPV に由

来している。近年の子宮頸癌および頸

部病変の若年化は、若年者における性

活動の活発化や初交年齢の若年化な

どが推測されている。社会的ハイリス

クを有する女性では、その傾向が顕著

であることはよく知られている。その

ため子宮頸部手術後妊娠が多いこと

も、社会的ハイリスク妊娠での高い早

産率の一因になっているとも考えら

れる。これらの妊娠管理を考える上で

は、特に重要である。 

 
3．医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
ハイリスク妊娠とされる合併症妊

娠患者の産後における基礎疾患の管

理においては、糖尿病、血液疾患、肝

疾患、甲状腺、消化器疾患などでは非

常に高率に長期間にわたりフォロー

アップされているが、自己免疫疾患、

婦人科系疾患、腎泌尿器系疾患におい

てはフォローアップ率が低いことが

示された。また精神疾患では、ほとん

どフォローされていないことが明ら

かとされた。これは、当該病院の病院

機能に依存しているものとも考えら

れる。当院では、腎泌尿器科疾患は、

移植などの目的がなければ積極的に

自院での長期管理はなされていない

ことに起因するものといえる。また、

精神疾患などは、妊娠期間においての

み必要とされることも多く、さらには

個人の心療内科クリニックでの管理

がなされている場合もあり、総合病院

での管理がなされていないのかもし

れない。一方産科合併症においてはそ

のほとんどすべてにおいて、3 か月ま

での管理がなされていないことが明

らかとなった。今回の検討ではなされ

なかったが、既往妊娠で早産した妊婦

が次回妊娠で反復する切迫早産を認

める症例もあり、対策が求められるも

のと推定される。 

 
4. 社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク評

価 
次年度に解析予定のデータに基づ

いて、考察をしていく予定である。 

 
 
Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

 
 妊産褥婦メンタルヘルスは社会的

ハイリスク妊娠でもあり医学的ハイ

リスク妊娠でもある事が示唆されて

いる。こうした“こころの負担”が最重

症化した場合、妊産褥婦の自殺・児童

虐待死が危惧される。本研究は妊娠中
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からの母体への支援の在り方を検討

するものである。 

 
1. メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開 
メンタルヘルスに問題があり介入

が必要と考えられた妊産婦は、全分娩

の 4%で、全国で年間約４万人と推計

される。社会的背景としては 18%が未

婚者で、貧困など生活面の問題を 15%
程度が抱えている。また、半数の妊産

婦は精神疾患とその既往があり、精神

科医師などとの接点があるが、他の半

数は専門医のアドバイスを受けるこ

となく、経過していた可能性がある。

これらの精神疾患とその既往がなか

った妊産婦は、比較的低年齢で、周囲

から孤立する傾向が強く、育児障害や

子ども虐待に関し、よりハイリスクと

推察されている。 
 メンタルヘルス介入が必要と考え

られた妊産婦の割合を、自治体ごとに

比較すると、0.6%から 8.6%と 10 倍以

上の差があった。地域ごとでは、北海

道・東北、関東、九州で比較的高率で、

東海北陸、近畿で低い傾向にあった。

これらの地域差の原因を検討するた

め、社会的背景として指摘されている

経済状況や婚姻状況と比較したが、自

治体ごとの平均的指標と対象妊産婦

の割合には有意な関連は認めなかっ

た(県民一人当たりの所得：r = 0.126、
女性の生涯未婚率：r = 0.181、合計特

殊出生率：r = 0.193)7-9)。一方、対象

妊産婦の割合は、精神科受診歴のない

妊産婦がより多く抽出された自治体

で高率になる傾向があった(r = 0.42, 
p < 0.05)。このことは、各自治体にお

ける産婦人科医師の意識やスクリー

ニング方法に相違がある可能性を示唆

している。より良い介入を行うために

は、精神科受診歴のない妊産婦を含め、

対象者を均一に抽出することは重要で、

妊娠中に一定のスクリーニング法を導

入することが必要と推察された。 
 施設の種類により、メンタルヘルス

介入が必要と考えられた妊産婦の分

布は異なる。介入が必要と考えられた

妊産婦の割合は、診療所の 2.4%に比

較し、病院で 5.4%と 2 倍以上におよ

んでいた。通常、産科診療所には精神

科診療機能はなく、対象者がある程度

高次施設へトリアージされていた結

果と推察される。病院の運営母体では、

大学病院(10.2%)と国立系病院(7.6%)
でメンタルヘルス介入が必要な妊産

婦の頻度が高く、機能的な分類では周

産期母子医療センターの指定を受け

ている施設(総合 6.5%、地域 6.6%)で
高率であった。また、精神科受診歴の

ない妊産婦の割合と施設種類に大き

な相違はなく、産婦人科医師の意識や

スクリーニング方法に大きな施設間

格差はないものと推察された。 
 メンタルヘルスに問題を抱える妊

産婦への対応には、専門的な知識と技

術が必要になる。しかし、実際には助

産師(87%)や産婦人科医師(53%)が対

応することが多く、メンタルヘルスケ

アの専門職である臨床心理士が対応

していた施設(14%)はわずかであった。

実際、18 自治体では、臨床心理士が
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対応したとする施設からの報告はな

く、その配置や対応システムを検討す

る必要があると推察された。また、臨

床心理士が対応した施設の割合は、運

営母体ごとの集計では都道府県立病

院(57%)、機能的な分類では総合周産

期母子医療センター(42%)で比較的高

いものの、患者が集中する大学病院

(27%)や国立系病院(17%)では平均的

な数値に止まっていた。本調査では、

実際の臨床心理士の配置を明らかに

することはできないが、患者が集中す

る施設では更なる臨床心理士配置の

充実や施設内の連携システムの効率

的な運用を検討する必要があるもの

と推察された。 
 また、産後精神科医師に紹介したと

する施設が 20%程度に止まっている

ことも、今後の課題である。この紹介

率は施設機能に依存し、都道府県立病

院や総合周産期母子医療センターな

ど高次施設で高い。高次施設には精神

科が併設されている施設も多く、院内

紹介を含め紹介率が高くなるものと

推察される。一方で、産科診療所では

紹介率が低く、精神科施設との連携に

問題がある可能性が示唆される。実際、

妊産婦のメンタルヘルスケアを専門

に扱う精神科医師や臨床心理士の所

在や数は明確にされておらず、産科診

療所から精神科へ、いかに速やかに連

携するかは、重要な課題と考えられた。 
 以上の成績は、メンタルヘルスに問

題のある妊産婦の全てが、十分な支援

を受け出産を終え退院しているわけ

ではないことを示唆している。早急な

改善には、妊産婦のメンタルヘルスケ

アを専門とする精神科医師の確保や

地域ネットワークシステムの機能的

な運用が求められる。また同時に、多

くの現場で実際に対応している産婦

人科医師や助産師などへの教育も重

要である。産婦人科医師や助産師など

を対象とした教育プログラムを作成

し、メンタルヘルスに問題のある妊産

婦のスクリーニング法や保健指導法

を確立し、全国展開して行くことは、

より即効的な対応策になるものと推

察された。 

 
2. メンタルヘルス不調の妊産婦に対

する保健指導プログラムの開発と効

果検証についての研究 
研修会後に実施したアンケートで

は、今後自施設内や他機関関係者とメ

ンタルケアについての研修会や勉強

会を開催したいと考えている参加者

は大多数であり、メンタルケアのスキ

ルアップへのニーズの高さが明らか

になった。また、研修会の満足度につ

いての結果から、本研究で実施したメ

ンタルケアの指導者研修のような研

修プログラムの提供が母子保健関係

者のメンタルケアのスキルアップの

ニーズに合致していることが示唆さ

れた。研修会から 3 か月後に実施予定

のアンケートで、今後本研究のプログ

ラムを検証予定である。 
 以下に、アンケートの結果から明ら

かになった参加者のメンタルケアの

実情を考察する。 
 参加者のほとんどが、一定数以上の
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心の問題で「気になる」妊産褥婦に対

応していることが明らかになった。ま

た、直近の 3 か月間で特定妊婦に対応

していると回答した参加者の割合は

約 4 分の 3 であり、残りの約 4 分の 1
の参加者の中には特定妊婦の定義を

把握していない者もいたと考えられ

る。母子保健関係者の間で特定妊婦に

ついてのさらなる啓発が望まれる。 
 また、メンタルヘルス不調の母親に

自施設内である程度対応していると

答えた参加者は半数弱であり、メンタ

ルケアに対する母子保健関係者の対

応ができているところとできていな

いところに二分される現状が明らか

になった。今後、メンタルケアをあま

り実施しているといえない約半分の

施設も、おのずとメンタルケアに取り

組めるような保健システムを作って

いくことが望まれる。 
 メンタルヘルス不調の母親やその

子どもの支援についての会合が全く

ない、と 3 分の 1 弱の参加者が回答し

ていた。メンタルヘルス不調の母親に

はどの母子保健関係者も対応する機

会があると考えられ、対応を協議する

定期的な場を今後より多くの施設が

持つことを推進する施策が望まれる。 
 また、大多数の母子保健関係者が他

機関関係者との会合に参加する機会

が非常に少ないか全くないと答えて

いた。地域の多職種連携には、関係者

の顔の見える関係づくりの場となる

と考えられ、今回の研修会でもそのよ

うな会合について講義の中で紹介し

た。今後、地域での関係者間の会合が

持たれるような施策が望まれる。 
 次年度以後も、母子保健メンタルケ

ア指導者研修を厚生労働省子どもの

心の診療拠点病院事業の中で行って

いく予定であり、今年度のアンケート

結果や実施状況を踏まえ、次年度以後

さらなる均てん化につなげていく。 

 
3. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
産後うつにつながる母体側の要因

は出産時に医療機関が把握可能であ

るが、在宅における新生児のケアは産

科退院後であり、どの週数に新生児に

対しどのような不安があるのか明確

ではなかった。今回の結果により、新

生児期に子どものケアに悩む相談の

ピークは生後2週目であることが明ら

かになった。また、新生児に関する育

児不安の要因として「泣きやまない」

「なぜ泣いているのかわからない」

「病気への心配」などが挙げられてき

たが、今回子どもの状態が病気の症状

かどうか把握できない保護者が少な

からずあることと、さらに日常の育児

や比較的軽微な症状に対する心配が

親の心の問題につながっていること

が示された。 

 ♯8000 事業は、核家族化・少子化の

中乳幼児の子育て経験が乏しいまま

成長し、夜間に子どもの病気やケガで

対処に困惑し不安を感じる保護者が

増加したことに対して、開始された。

相談件数の推移では年度によりやや

違いはあるが、全体として増加傾向で、

－31－



日々多くの利用がある。中でも 0 歳児

の相談は開始当初より年齢別で最も

多く、他府県でも同様の傾向である。

0 歳児の保護者は子育て自体が不慣れ

で病気の経験も乏しく、夜間の救急受

診も経験がないため、家庭から心配に

なった時すぐに直接専門職と話がで

きる電話相談のニーズは高い。0 歳児

および新生児の相談件数の年次推移

では、全体の相談件数と同様に増加し、

全体に占める比率には特に大きな変

動はなく、今まで特に注目して分析を

行うことはなかった。しかし今回新生

児に注目し週数別相談件数を集計す

ると、生後 2 週目が最も多く 3 週目と

共に 4 週目より有意に多かった。0 歳

児全体では月齢が上がると件数は増

加していた。 
相談の主訴を検討すると、新生児に

おいても発熱・嘔吐などの症状が多い

が、週数別件数では 2 週目にピークが

あり、4 週目は少なかった。0 歳児全

体では発熱・嘔吐・下痢は月齢と共に

件数が増加し、呼吸器症状や皮膚症状

も 3 ヵ月以後の件数が多いように、疾

患の増加と相談件数は一致した傾向

を示していた。新生児期は週数で疾患

の罹患率が大きく変わらないことと 4
週目には 1 ヵ月健診があることから、

相談は病気の相談より保護者側の不

安を反映している可能性が考えられ

た。相談員からは、新生児期は一見病

気の症状のようでありながら、よく話

を聞くと、体温の高さへの戸惑いや溢

乳などの相談が多いことが指摘され

ている。#8000 では新生児の受診の目

安として、哺乳力・機嫌・泣き声の強

さなどから緊急性を判断し、新生児で

病気が疑われる場合は受診を勧める

ことが多い。今回の結果すぐ受診を勧

める例は、発熱で 4 分の 1、嘔吐は 1
割に過ぎないことから、大半は相談員

が受診の必要のある病気の症状と評

価していないことが示された。その他

の主訴として多い「泣きやまない」「育

児相談」も第 2 週にピークがあり、産

科を退院後家庭で不慣れな育児に戸

惑い、病気への過剰な心配や夜間に不

安に駆られて、♯8000 を相談相手とし

て選択したと推察された。 
相談内容を新生児と新生児以外の 0

歳児で比較すると、新生児では「家で

のケアの方法など」の比率が高く、受

診や薬についての相談が少なかった

ことより、やはり家庭で自分がどうす

ればいいか対応を知りたいという要

望が多いことが示された。また「親の

心の相談」は 9 例と少ないが、新生児

以外の0歳児より有意に多いことが懸

念された。相談の会話を通して、症状

にこだわりが強い事例・不安感の強い

口調・お風呂や授乳や接し方など次々

に育児の相談が湧き出る事例・父親が

母親の精神面を心配した事例などを

「親の心の相談」としたが、病的と考

えにくい状態を発熱・嘔吐・けいれん

といった病気の症状と受け止めて過

剰に不安を抱き、日中の相談機関がわ

からない例が多かった。産後うつのよ

うな深刻な状態に至るには、家族背景

などの要因も複合していると考えら

れるが、今回の結果からは、在宅で不
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慣れな新生児の育児に戸惑うことが

親の精神的問題につながる可能性が

感じられた。 
#8000 は子どもの病気やケガに対

し電話直後の受診の判断やケアを求

められる相談が中心で、大阪府は全体

の件数が多く1件当たり数分で対応す

る場合が最も多い。育児不安に対して

十分な聴き取りは困難で、心理や子育

て環境にまで深く配慮することは難

しい。現在育児に関する電話相談は平

日日中に行われているものが多いが、

夜間の恒常的な電話相談が開設され

ることが望まれる。家族以外に相談相

手がない夜間に保護者を支えると共

に、どのような不安が生じるのかなど

の分析が行われれば、変化の激しい社

会においてその時々の時代に即した

育児支援の対応策に反映されること

が期待される。 
また、新生児への支援策として電話

訪問は家庭訪問より有効性が低いと

報告されている。今回の結果から健常

な新生児でも生後 2週目から 3週目に

相談のニーズがあることが示された。

保護者が新生児に不慣れな産科退院

前後の時期に、健常新生児の見方や受

け止め方を理解し、「泣く」「溢乳」な

どの生理的範囲のトラブルを落ち着

いて受け入れられるような支援が行

われれば、育児不安の軽減に有用と考

えられた。周産期の親子を支援するた

めには、人的資源を有効に活用するこ

とが求められる。新生児から乳児、幼

児へと引き継ぐため、産科と小児科の

情報交換や協力体制、医療機関から地

域への受け皿への連携を含めたきめ

細かな支援体制の構築が、核家族化・

少子化時代の子育てに必要不可欠と

考えられた。 

 
4. ｢大阪府妊産婦こころの相談セン

ター｣運用からみた妊産婦メンタルヘ

ルス対策 
従来、本邦の妊産婦死亡統計には自

殺は含まれていなかった。現在、妊産

婦死亡はおよそ 100 万分娩からわず

か 40 名程度まで減少している。しか

し、近年正式な統計が取られていない

ものの妊産婦の自殺が散見されるよ

うになってきた。平成 28 年 4 月には

竹田らによって、東京都の妊産婦自殺

が 10 年間(およそ 100 万分娩)に 63 名

であったと報告された。さらに、子ど

も虐待による死亡事例等の検証結果

等について(第 12 次報告)から読み取

っても、出産後 1 年以内に毎年数名の

心中が発生している。このことから考

えても妊産婦の自殺は従来の年間妊

産婦死亡に匹敵する可能性が出てき

た。大阪府においても、未受診や飛び

込みによる出産等実態調査報告書さ

らに児童虐待、特定妊婦等の検証の延

長線上で妊産婦のメンタルヘルス、自

殺が大いなる懸念として関係者の間

で共有された。そこで、大阪府の自殺

対策担当部局の事業として『大阪府妊

産婦こころの相談センター』を設置し

た。その事業目的は以下である。 
産前・産後は精神的に不安定な時期で

あり、産後うつについては 10~20%が

罹患するといわれている。精神的不安
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定は母児の愛着生成にも影響し、育児

困難、児童虐待に繋がりかねないこと

から、妊産婦のこころの安定を得て、

妊娠期から乳幼児育児期までの切れ

目ない支援を目指すものである。また

妊産婦の自殺は、家族を含む周囲への

影響が著しく大きいため、産前・産後

を通して、精神的なサポート体制を構

築することで、自殺を防止する必要が

ある。このため、本事業では、大阪府

立母子保健総合医療センターに大阪

府妊産婦こころの相談センターを設

置し、専任職員を配置することで、府

内の精神的に不安定な妊産婦に対し

て、ワンストップ窓口として専門的な

支援を行う体制を整備する。 

 
相談業務 
・ 妊産婦、家族および関係機関から

の電話相談に応じ、必要な際は、

来所による相談支援や診療を行う

とともに、継続支援が必要な妊産

婦を、適切な機関(精神科医療機関、

市町村、子ども家庭センター、保

健所等)につなぐ。 
・ 精神疾患専門領域の相談に対応す

るために、1 週間に 1 日精神科医

による診療・コンサルタント体制

を整備する。 
特に、精神科医師の団体である大阪精

神科病院協会、大阪精神科診療所協会

が参画していただけたことは大きな

意味がある。同時に、大阪府こころの

健康総合センターの参画も大きな支

えとなっている。 
 現在、大阪府の各市町村で妊娠届時

に母子健康手帳交付の際、カードを配

布し、周知を図っている。 
 当初の目的である「必要に応じて関

係機関に繋ぐ」ことが難しい例も少な

くない。これは匿名の多さに依るもの

であるが、匿名だからこそ相談できる

気楽さもあるようである。相談員は匿

名のままで構わない内容であればそ

のまま相談を受け、必要に応じて名前

や住所地を聞き取るようにしている。 
 電話回線が限られているため1件に

多くの時間は割きにくい。1 件の相談

あたり概ね 30 分間を基本としている

が、ようやく相談相手を見つけた安堵

感からか話が切れない場合も多く、妊

産婦の孤立が垣間見える。また流死産

後の女性に関する相談もあった。妊娠

とメンタルヘルスを考える際に外せ

ない対象者であり、どのように対応し

ていくかは今後の課題である。 
 主な対象としては、精神的に不安定

な妊産褥婦と考えている。中には精神

医療の導入が必要な方もおり、そうい

った方は精神科医療機関へつなげてい

るが、当センターの事業は精神的に不

安定な妊産婦を主体に育児支援に繋げ

ることが大きな使命であると考えてい

る。育児支援を通して、妊産婦の自殺

や児童虐待の抑制に繋がればとの思い

で日々運用しているが、まだまだ、課

題山積で試行錯誤の日々である。 

 
 
総括 
本邦の周産期医学は従来、以下のよ

うな課題に対応してきた。 
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・医学的問題 
・搬送体制の整備問題 
・人的供給体制の問題 

1000g の超低出生体重児が生存出

来るか？さらに、出生直後からの外科

的・内科的疾患への対応をどうする

か？近年では胎児鏡下胎盤吻合血管

レーザー凝固術(FLP)等の胎児医療も

可能になってきた。こうした、医療の

進歩に伴い、適切な母体搬送、新生児

搬送が全国的に整備されてきた訳で

ある。そうした中で周産期医療を担う

人材不足は現時点においても大きな

課題である。 
このような経緯とは別個に、近年は

“妊娠期からの切れ目ない育児支援”に
よって児童虐待予防・防止が指摘され

るようになってきた。つまり、 
・社会的ハイリスク妊娠 
・子育て支援 
が今後の周産期医療の大きな課題と

なっていくものと思われる。 
我々の調査からも既に、全国の相当

数の産婦人科医療機関で社会的ハイ

リスク妊娠・特定妊婦を経験している。

さらには、その延長線上で児童虐待も

経験している。社会的ハイリスク妊娠

は児童虐待という帰結からの課題と

して上がってきたのであるが、このよ

うに、社会的ハイリスク妊娠における

妊産婦のメンタルヘルスも大きく問

題視されてきた。妊産婦メンタルヘル

ス問題もその延長線上には“自殺”も課

題としてあげられるようになってき

た。すなわち“児童虐待”と“妊産婦の自

殺”という母児の最悪の結末に“社会的

ハイリスク妊婦”あるいは“特定妊婦”
が関与していると考えられるのであ

る。しかしながら、妊娠中の要因と児

童虐待において、科学的検証のある要

因は証明されていない。あるいは妊娠

中の要因と妊産婦の自殺についての

科学的検証は行われていない。もし、

予防・早期発見が成立するとしたら、

因果関係のある要因が判明していな

いと効果的な対応は出来ない。従来の

児童虐待検証から一定数の事例にお

いては妊娠中の要因が出産後の児童

虐待に関与していることが推定され

てきた。そのような思いから健やか親

子 21(第 2 次)においても“妊娠中から

の児童虐待防止対策”、“切れ目ない妊

産婦・乳幼児への保健対策”が提唱さ

れていると考える。その意図するとこ

ろは理解しやすいが、実証的に因果関

係を検証された結果ではなかった。本

研究班の大きな目的は、“妊娠届”、“妊
婦健康診査”という本邦で広く行き届

いた母子保健システムを活用するこ

とで、“全ての児童が健全に育成され

る”母子保健対策を検討することであ

ると考える。平成 28 年の児童福祉法

等改正において、『全ての児童が健全

に育成されるよう、児童虐待について

発生予防から自立支援まで一連の対

策の更なる強化等を図るため、児童福

祉法の理念を明確化するとともに、母

子健康包括支援センターの全国展開、

市町村及び児童相談所の体制の強化、

里親委託の推進等の所要の措置を講

ずる』と提唱されている。以下に、今

回の研究で明らかになった項目につ
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き、要約する。 

 
(1)妊娠中の要因と養育困難 
①A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
特定妊婦を追跡した結果、47.2% 

(34/72)が要保護・支援児童として 1 年

以上経過していた。終結は 29.2% 
(21/72)にすぎなかった。同時期のその

他の妊婦(2852 人)からの要保護･要支

援児童は 64 人(2.2%)であった。従っ

て、特定妊婦からは児童虐待に繋がる

事例が約半数に昇ることが示された。

多くの事例は、特定妊婦として妊娠中

から支援を受けていたのであり、特定

妊婦としての支援がなければ、さらに

高頻度で児童虐待に繋がった可能性

がある。要保護･要支援児童(98 人)の
うち特定妊婦からの発生は 34 人

(34.7%)であったということは、妊娠

中からの要因によって児童虐待に至

る可能性は児童虐待全体のおよそ 1/3
程度と考えられる。 
 このような実証的成果が得られた

意味は大きいと考えている。しかし、

本研究においては介入後の結果であ

るし、特定妊婦ではない社会的ハイリ

スク妊娠の転帰は検討されていない

等の研究の限界はある。 

 
②妊娠中から支援を行うべき妊婦の

抽出項目の選定 
大阪府内の子ども家庭センターに

一時保護(0 歳～5 歳例)された事例の

うち虐待によるもの 70 件、養育困難

によるもの 27 件の妊娠中の要因を検

証した研究である。0 歳が最も多く、

かつ年齢が低いほど養育困難での入

所の割合が多かった。虐待の種類は

ネグレクトが最も多く、性的虐待は

認めなかった。主な虐待者は、母親

が最も多かった。施設入所群と対照

群を比較検討した結果、母体年齢が

若いこと、父年齢が若いこと、父親

の年齢が母親の年齢より 10 歳以上、

未入籍、初診週数が遅い、妊娠中に

高血圧を認めること、妊娠中の尿蛋

白陽性を認めること、経済的な問題

があること、早産、出生体重 2500g
未満、帝王切開、多胎、児の先天疾

患の合併、母の精神疾患合併が挙げ

られた。中でも母の精神疾患合併は

検討区分により異なるが、Odds 比は

48 倍～136 倍と高かった。 
本研究からは妊娠中の要因が重層

的に児童虐待に至る可能性を示して

いる。こうした、定量的検証からは今

後の支援の有り様を策定していく上

で大きな証左が得られたと考える。 
 

③妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
アセスメントシートにある6つの妊

婦背景(虐待・DV 歴、年齢・健診受診

歴・母児疾患歴、支援者状況、メンタ

ルヘルス(MH)の状態、経済状況、家

庭環境) 31項目および要保護児童対策

地域協議会への通知基準である項目

について検証した。要保護・要支援の

必要性が有意に高い要因は 31 項目中

25 項目に認められた。要保護児童対

策地域協議会への通知基準である 16
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歳未満の妊娠、虐待・DV 歴・未受診、

メンタルヘルス問題・経済的困窮の調

整オッズ比(95%信頼区間)はそれぞれ

0.49(0.03-15)､66(30-165)､27(9.2-86)
であった。 
本研究からは大阪府版「アセスメン

トシート(妊娠期)」の要因が、要保護・

要支援の関連因子であるかを明らか

にできた。 
 

④社会的ハイリスク妊産婦から出生

した児の乳幼児健診時における育児

状況調査 
ハイリスク症例数がn=10と未だ少な

く、結論を出すに至らない、既に出生届

未提出・乳幼児健診未受診・要保護児童

対策協議会対象者が 4 例存在した。 
この結果は少数ではあるものの、特

定妊婦からの児童虐待発生の頻度と

近い結果が得られている。 
この研究からの課題は[個人情報保

護]問題である。本研究は倫理審査を

受けた後に、対象妊産婦から自筆承諾

書をいただいた上での追跡調査であ

る。それにも関わらず、自治体からの

資料提供は芳しくない。本研究班の目

指す実証的検証結果を得るためには

大きな課題である。今後も研究成果を

得られるように働きかけを継続して

いく予定である。 
 

⑤妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究および保健指

導の効果検証 
妊娠届で「予想外だったので戸惑っ

た」「困った」「何とも思わない」「そ

の他」と回答した場合に、1 歳半児、

3 歳児を育てにくいと回答する率が高

いことがわかった。 
 この研究には妊娠届の情報のみで

あっても3歳時点の子育て困難に関連

していることが示された。 
 

⑥大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 
質問紙調査では、妊娠届出場所が保

健センター等の母子保健担当部署で

は、保健師の全数面接が 92.9%で行わ

れていた。この面接時には後述するア

セスメントシートを用いることが望

ましい。 
妊娠届出時に妊娠確定に関する要件

がないのが 46.5%、住民票がなくても

受理する場合がある 53.3%、妊婦健診

受診券も VD 等の事情に配慮して住民

票がなくても発行する 47.6%、受診券

発行前の受診にも使用できる場合があ

る 9.3%などで、妊婦健診受診を促す取

り組みがなされていた。このような対

応は現実的であり、母子保健施策とし

ては必要性の高い対応と考える。現在

の妊婦健診は、妊娠届の受理がないこ

とには開始されないのである。 

 
(2)社会的ハイリスク妊娠 
前述の研究成果から考えなければ

ならないことは、“社会的ハイリスク

妊娠”を整理することである。 
まず、以下のような検討が必要である。 

・定義 
・頻度 
・アセスメント方法 
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①定義 
近年“社会的ハイリスク妊娠”という

言葉は多用されるようになってきた。

しかし、コンセンサスのある定義は存

在しない。同様に、法律用語としては

存在しているが事実上、特定妊婦も然

りである。児童虐待においては法律上

の定義もあり、分類も可能である。す

でに、20 年程度の歴史的蓄積から一

定のコンセンサスも得られている。定

義とはならないが、以下に社会的ハイ

リスク妊娠の特徴を挙げる。 
・妊産婦、児童の健やかな生活が困難

に晒される環境要因が存在する 
・社会的経済的問題がある 
・身体的疾病ではない 
・メンタルヘルス問題がある 
・妊産婦の成育状況も影響する 

 
②頻度 
 平成 27 年度報告書に報告してある

が、およそ 10%弱であった。これは定

義もなく、医療機関が社会的ハイリス

ク妊娠と判断するかどうかのみでア

ンケートしたものである。周産期母子

医療センターでの対応が増加してい

た。荻田らの日本産婦人科学会との共

同調査においても同様の傾向が確認

されている。木下らの調査においても、

要介入と判断された妊産婦の割合は、

診療所(2.4%)に比較し、病院(5.4%)で
は 2 倍以上で、特に大学病院(10.2%)
と国立系病院(7.6%)に集中していた。

A 市の特定妊婦は 4 年間で 2.8% 
(163/5893)であった。現時点まで、行

政単位での特定妊婦数データは乏し

く確定はできない。自然発生的結果で

はあるが、“社会的ハイリスク妊娠”な
いし“特定妊婦”も医学的高次医療機関

に集積化しつつあることが推定され

る。必然的に周産期母子医療センター

の課題のひとつになっていくことが

推察される。今後もさらなる事例集積

から定義・頻度が明らかになっていく

ことが期待される。 

 
③アセスメント方法 
 アセスメントを行うためにはアセ

スメントを行うツールが必要である。

さらに、どの時期に、どの職種が行う

かである。妊娠届の際にはアセスメン

トを行わなくてはならないが、全ての

市区町村の窓口で保健師による面談

が行われているわけではない。医療機

関では医師、看護職、時には MSW が

アセスメントを行う。以下に本研究班

の成果を踏まえ概説する。 

 
③-1 妊娠期アセスメントシートを用

いた要保護・要支援のリスク因子 
大阪府のアセスメントシートの検

証を実証的に行っており、本アセスメ

ントシートの有効性を示すことがで

きた。ただ、妊娠初期の 1 回のみで全

てのアセスメントは出来ない。さらに、

妊娠中の母児は妊娠経過ならびに環

境も変化してゆく。そのためには、妊

娠中から出産後までのアセスメント

も必要になってくる。 

 
③-2 機関連携によるハイリスク妊産

婦の把握と支援に関する研究 
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平成 27 年度に本研究分担班で開発

したモデル問診票(「お母さんの健康

と生活に関する問診票」)の記載情報

(妊娠前期)を把握した上で、「お母さん

の健康と生活に関する問診票」活用支

援マニュアルを作成した。この際、妊

娠期からの支援対象者のスクリーニ

ングの標準化のために、大阪府の「ア

セスメントシート(妊娠期)」の項目を

用いて、把握すべき状況をモデル問診

票の各項目それぞれについて具体的

に示した。 
 本研究によって、妊娠中のアセスメ

ントを加え支援対象の絞り込みと支

援内容を提案している。このような試

みが検証されていけばより実効性の

高い支援に繋げることができる。支援

における行政の主体は保健・福祉が想

定されている。医療機関との連携のた

めにはアセスメントシートは共通言

語としての位置づけもある。今後も全

国的コンセンサスを得たアセスメン

トシート作製が望まれる。 

 
③-3 支援を必要とする妊婦への妊娠

中からの継続的支援の実施と評価 
 妊娠中、出産後の保健相談において

活用できる支援技術(案)が提案されて

いる。これは妊娠中からの切れ目のな

い妊産婦支援である。これらの支援を

実効性のあるものにするためには、

“社会的ハイリスク妊娠”抽出のシステ

ム構築が望まれる。 

 
(3)妊産婦メンタルヘルス 
①メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開 
平成 27 年度の調査において、メン

タルヘルスに問題があり介入が必要

な妊産婦の頻度は 4%で、全国で年間

約 4 万人と推計され、未婚者が 18%
で、貧困など生活面の問題を 15%程度

が抱えていることが明らかになった。

精神科への紹介率は 22.2%に止まり、

総合周産期母子医療センター(57.6%)
等高次施設で高く、産科診療所

(14.5%)では低く、自治体間でも異なっ

ていた。産婦人科医師や助産師等を対

象とした教育プログラムを作成し、メ

ンタルヘルスに問題のある妊産婦のス

クリーニング法や保健指導法を確立し、

全国展開して行くことが望まれる。 
 

②メンタルヘルス不調の妊産婦に対

する保健指導プログラムの開発と効

果検証についての研究 
メンタルケアについての研修会や

勉強会を開催したいと考えている参

加者が大多数であり、メンタルケアの

スキルアップへのニーズの高さが明

らかになった。 
 

③大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
平成 26 年度新生児相談件数 618 件

では、生後 2 週目の相談が 252 件(新
生児の 40.8%)と最も多かった。新生

児期では健常小児の状態把握に困惑

し病気を心配する親が少なからず存

在することが明らかになり、育児不安

につながる可能性も示唆された。 
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 #8000 は本来、新生児の相談窓口で

あるが、親のこころの相談も混在して

いた。さらに産後 2 週間がピークであ

った。これは産後の子育て困難と“親
のこころの負担”に関連性があること

を示している。 
 

④｢大阪府妊産婦こころの相談センタ

ー｣運用からみた妊産婦メンタルヘル

ス対策 
 妊産婦メンタルヘルス問題の充分は

分析がない状況であったが、必要性を

鑑みて事業が始まった。前述の#8000
の研究もこうした事業の必要性を示し

ていると考えられる。この種の事業は

都道府県では初めてであるが、現場か

らは有益性を感じる結果が出ている。

この事業のみでこの問題が解決しるわ

けではないが、現時点では数少ない有

効性のある事業と考えられる。 
 そもそも、妊産婦メンタルヘルスも

判断基準も含めてコンセンサスのあ

るものは少ない。少なくとも、精神科

疾患合併妊娠とイコールの課題では

ない。妊娠の継続、出産、育児が関与

して妊産婦自身の日常生活、あるいは

育児に無視出来ない影響を及ぼす問

題であろうと考える。妊娠・出産に限

らず、進学、就職、結婚、引っ越し等

の環境変化は一定のストレスになり

得る。個人差は大きいのであるが、“こ
ころの問題”にはなり得る。もちろん、

個人本来の性格・人格によっても対人

関係は変わってくる。しかし、妊娠・

出産・育児は本人の意思とは関係なく

時間軸は進行していく。そのような環

境の変化に対応しきれないと“子育て

困難”、“うつ状態”状態が出現した場合

に“児童虐待(死)”、“自殺”となってしま

う可能性がある。今後も、事例集積・

検証を行って望ましい管理指針策定

が望まれる。 

 
(4)医学的ハイリスクと社会的ハイリ

スクの関連性 
①ハイリスク妊娠チェックリスト(産
科合併症と関連するリスク因子リス

ト)の有用性に関する検証 
JSOG-DB に基づく｢医学的な｣ハイ

リスク妊娠チェックリストでも一次

施設において十分リスク症例を抽出

できる可能性が示された。 

 
②医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
子宮頸部手術後妊娠の早産率 26.2%
（390/1,488）は、未施行妊娠の 10.7% 
(37,782/351,848)に比して、有意に高

値を示した。 
本研究は医学的ハイリスク妊娠の

うち最大の問題である早産を検討し

たものである。子宮頸がんの若年化は、

若年者における性活動の活発化や初

交年齢の若年化などが推測されてお

り、子宮頸部手術後妊娠に社会的ハイ

リスクが多いと考えられる。医学的ハ

イリスク要因と社会的ハイリスク要

因が合併した場合に、早産に至るとい

う事が推察され、リスク因子として

「子宮頚部手術後妊娠」の追加の妥当

性が示された。 
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③医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
糖尿病、血液疾患、肝疾患、甲状腺、

消化器疾患などでは非常に高率に長

期間にわたりフォローアップされて

いるが、自己免疫疾患、婦人科系疾患、

腎泌尿器系疾患、精神疾患、および産

科合併症では、フォロー率が低いこと

が明らかとされた。出産後の母親の追

跡は従来から特定の疾患に対しては

提唱されている。妊娠は一種の負荷テ

ストと考えられ、妊娠糖尿病、妊娠高

血圧症候群等の発症はスクリーニン

グもされるほどである。出産後も、糖

尿病、高血圧、腎機能異常等が出現し

てこないか追跡が勧められている。医

学的疾病の多くは顕性の疾病には至

っていない状況が多い。従って、治療

対象に至っていない場合が多いので、

追跡のみの場合には脱落してしまう

事が多くなる。本研究からも精神疾患

追跡は事実上困難であることが示さ

れた。そうなるとメンタルヘルス問題

はどの職種が如何に追跡、支援するの

かは早急な対応が望まれる。 
 

④社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク評価 
 平成 29 年度に社会的リスクと医学

的リスクの関係について解析する予定

である。社会的リスクと医学的リスク

がオーバーラップした場合に母児の予

後が増悪するのかどうかを検証するこ

とによって、今後の母子保健管理にフ

ィードバックが期待されている。 
 

(5)産後ケア 
①本邦の母子保健事業の現状調査 
平成29年 4月から｢子育て世代包括

支援センター｣が全国で開始される。

平成 32 年までに設置予定である。そ

の直前の市区町村 1741 ヶ所にアンケ

ートを行った。平成 29 年に分析予定

である。これによって、母児保健事業

の現状の一端が判明すると思われる。 

 
E. 結論 
Ⅰ．地域連携における子育て困難事例

の把握と対応に関する研究 
子育て困難事例に至る要因を妊婦健

診から見出し、連続的に多職種で支援

する母子保健システムの開発を目指

すために以下の研究を行った。 

 
1. 大阪府における妊婦健診受診を促

す要因の検討 
11 週以内の妊娠届と妊婦健診受診

回数には弱い正の相関があることか

ら、妊娠届出や妊婦健診受診券交付の

ハードルを低くするとともに、DV 等

の状況に配慮した取り組みが必要と

考えられた。 

 
2.産婦人科分娩取り扱い施設におけ

る社会的経済的リスクを持った妊婦

取り扱い状況の全国調査 
アンケート結果からは分娩を扱っ

ている施設の産婦人科医は、社会的経

済的リスクが児童虐待につながると

一般的に認識しているが、MSW の不

在である施設が多く、それらの症例は

周産期センターに集中している可能
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性があることがわかった。また、児相

への引き取りが特別養子縁組よりも

多く、アンケート期間においては養子

縁組の 12.5%は本人が探した私的団

体が仲介していた。 

 
3-1. 社会的ハイリスク妊産婦から出

生した児の乳幼児健診時における育

児状況調査 
ハイリスク症例数が n=10 と未だ少

なく、結論を出すに至らないが、既に

出生届未提出・乳幼児健診未受診・要

保護児童対策協議会対象者が4例存在

した。 

 
3-2. 大阪府立母子保健総合医療セン

ターで出生した児の育児状況アンケ

ート調査 
ハイリスク・ローリスクともに約 2

割が分娩後 1.5 年以内に転居していた。 
1.5 歳までの児の入院率・予防接種

率・乳幼児健診受検率は両群で有意差

が見られなかった。ハイリスク群はロ

ーリスク群と比較して育児相談の相

手先が少ない傾向にあった。「パート

ナー」「実父母」を相談相手に挙げる

者が多く見られたのは、育児相談につ

いての過去の調査内容にも合致する。

そしてハイリスク群はローリスク群

と比較して「パートナー」「実父母」

を相談相手とすることが有意に少な

く、本来育児相談相手となるべき人々

に頼れず孤立しがちな状況を示して

いると考えられる。一方ハイリスク群

では「祖父母」を育児相談相手とする

ことが有意に多く、有意ではないが保

健師・近所の人・病院関係者などそれ

ほど近しくない人に育児相談しなけ

ればならない状況が示された。 

 
4. A 市要保護児童対策地域協議会に

おける特定妊婦の支援について 
特定妊婦からは高い頻度で児童虐

待が発生する。早急な妊娠中の社会的

ハイリスク妊婦の評価、支援策の策定

が強く望まれる。  

 
5. 機関連携によるハイリスク妊産婦

の把握と支援に関する研究 
モデル問診票の試行にあたり、大き

な課題は認められていない。次年度は、

前向き調査により対象者への支援状

況や出産後の状況を分析し、有効性を

検証する予定である。さらに、保健指

導マニュアルを活用し、機関連携によ

るハイリスク妊産婦の把握と支援モ

デルの他地域への展開を目指したい。 

 
6. 支援を必要とする妊婦への妊娠中

からの継続的支援の実施と評価 
事例検討した事例から、妊娠中から

事例を把握し、保健機関と医療機関が

連携してかかわることにより医療機

関での出産に結びつけることができ

ていた。しかし、出産後の継続した支

援の難しさがあった。保健師への面接

調査から、妊娠届出時に全数面接を行

い、支援が必要な妊婦に担当保健師が

妊娠中からかかわることが必要であ

る。また地域のネットワーク構築が重

要であることが示された。医療機関ス

タッフへの面接からは初診時から関
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係構築を目指し、妊婦が一人の女性と

して大事な人であることが伝わるよ

うにかかわっていることが示された。 

 
7. 妊娠届を活用したハイリスク妊産

婦の同定に関する研究 
妊娠届で望まない妊娠であった場

合、生後 3 歳までの虐待リスク群であ

ることが明らかになった。 

 
8. 本邦の母子保健事業の現状調査 
次年度はアンケート集計ならびに

分析を予定している。これによって、

平成 29 年度の全国の市区町村におけ

る母子保健事業の現状・課題が明らか

になる予定である。 

 
9. 妊娠期アセスメントシートを用い

た要保護・要支援のリスク因子 
各項目は、大部分が要保護・要支援

の関連因子であることが分かったが、

一部不要と考えられる項目があった。 
要保護児童対策地域協議会への通知

基準は、おおよそ適切であるが、「16
歳未満の妊娠」については、仮に該当

しても、家族の支援が得られる場合に

は、必ずしも公的に見守る必要がない。 

 
10. 妊娠中から支援を行うべき妊婦

の抽出項目の選定 
施設入所群と対照群を比較するこ

とで、虐待と関連の深い因子が明らか

となった。この検討は、虐待や養育困

難で施設入所にまで至ったいわゆる

超ハイリスクを対象としている。虐待

予防の観点からは、虐待に至る前の介

入が望まれるため、妊娠中から支援を

必要とする母児の抽出に必要な因子

は、今回の検討で把握された因子を最

低限とし、さらに広げる必要があると

考えられる。 

 
 
Ⅱ．医学的ハイリスク妊娠抽出に関す

る研究 

 
 本研究は医学的ハイリスクと社会的

ハイリスク妊娠の関連性と母児予後を

検証するために以下の研究を行った。 

 
1.施設規模別にみたハイリスク妊娠

チェックリストと産科合併症の関連

性に関する検討 
二次施設や三次施設からのデータ

を中心に作成したJSOG-DBに基づく

｢医学的な｣ハイリスク妊娠チェック

リストでも一次施設において十分リ

スク症例を抽出できる可能性が示さ

れた。 

 
2．医学的ハイリスク妊産婦のチェッ

クリスト作成 
子宮頸部手術後妊娠の高い早産率

から、リスク因子として「子宮頚部手

術後妊娠」の追加の妥当性が示された。 

 
3. 医学的ハイリスク妊娠の産後フォ

ロー期間に関する単一施設における

後方視的検討 
ハイリスク妊娠とされる合併症妊

娠患者の産後における基礎疾患の管

理においては、糖尿病、血液疾患、肝
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疾患、甲状腺、消化器疾患などでは非

常に高率に長期間にわたりフォロー

アップされているが、自己免疫疾患、

婦人科系疾患、腎泌尿器系疾患、精神

疾患では、フォロー率が低いことが明

らかにされた。 

 
4. 社会的リスクにおける母体および

児の周産期における医学的リスク評

価 
社会的リスクがあれば医学的リス

クが上昇することが示されれば、医療

機関で医学的な情報のみでなく、社会

的な情報も聴取することで、妊娠中産

後の母児の周産期のリスクについて

評価を行うことができる。かつ社会的

リスクの程度に応じて、保健・福祉機

関と連携し妊娠中から母児を支援す

ることができると考えられる。 

 
 
Ⅲ．妊産褥婦メンタルヘルスに関する

研究 

 
 妊産褥婦メンタルヘルスは社会的

ハイリスク妊娠でもあり医学的ハイ

リスク妊娠でもある事が示唆されて

いる。こうした“こころの負担”が最重

症化した場合、妊産褥婦の自殺・児童

虐待死が危惧される。本研究は妊娠中

からの母体への支援の在り方を検討

するため以下の研究を行った。 

 
1. メンタルヘルスに問題のある妊産

婦への保健指導の開発及び全国展開 
メンタルヘルスに問題があり介入

が必要と考えられる妊産婦の割合は

4%で、全国で年間約 4 万人と推計さ

れる。この割合は、自治体間で異なり、

精神科受診歴のない妊産婦がより多

く抽出された自治体で高率で、産婦人

科医師の意識やスクリーニング方法

の相違がこれらに影響している可能

性があった。また、施設ごとの検討で

も、対象者は診療所に比較し、病院で

は 2 倍以上で、特に大学病院と国立系

病院に集中していた。 
 対象者への対応の大部分は助産師

や産婦人科医師が行い、臨床心理士が

行っていた施設はわずかで、その割合

も自治体間、施設間で異なっていた。

また、精神科への紹介率は 20%程度に

止まり、高次施設で高く、産科診療所

では低く、自治体間でも大きく異なっ

ていた。 
 以上より、妊産婦のメンタルヘルス

ケアを専門とする精神科医師等の確

保と地域ネットワークシステムの機

能的な運用が求められる。また同時に、

多くの現場で実際に対応している産

婦人科医師や助産師等を対象とした

教育プログラムを作成し、メンタルヘ

ルスに問題のある妊産婦のスクリー

ニング法や保健指導法を確立し、全国

展開して行くことは、より即効的な対

応策になるものと推察された。 

 
2. メンタルヘルス不調の妊産婦に対

する保健指導プログラムの開発と効

果検証についての研究 
自施設内や他機関関係者とメンタ

ルケアについて研修会や勉強会を開
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催したいと考えている母子保健関係

者は多く、そのようなニーズに対して、

本研修会のような研修プログラムパ

ッケージの提供は有意義であること

が示唆された。 

 
3. 大阪府小児救急電話相談(#8000)に
寄せられる新生児の相談と育児不安

の検討 
新生児期では健常小児の状態把握

に困惑し病気を心配する親が少なか

らず存在することが明らかになり、育

児不安につながる可能性も示唆され

た。1 ヵ月健診までの時期に、夜間も

含めた相談体制をさらに充実させる

ことが必要と考えられた。 

 
4. ｢大阪府妊産婦こころの相談セン

ター｣運用からみた妊産婦メンタルヘ

ルス対策 
妊産婦のメンタルヘルス対策のひ

とつとして『大阪府妊産婦こころの相

談センター』が稼働している。今後の

検証作業は必要であるが、妊産婦のこ

ころの安定に有益な事業と考える。 

 
 
総括 

“児童虐待”、“妊産婦メンタルヘルス

問題”の多くは根底に“子育て困難”が
大きく関与していると考えられる。最

終的には里親制度、施設入所等の母児

分離、親権停止もやむを得ないかもし

れないが、多くの母児は生活を共にし

ていく。この過程に如何なる支援が求

められているのか？可能であるの

か？効果があるのか？が今強く求め

られている。本研究班の今年度の成果

から、特定妊婦というような養育困難

が出産前から予想される場合にはお

よそ半数が出産後1年以上経過しても

養育困難が継続していることが確認

された。すなわち、 
・妊娠届、妊婦健康診査を用いたアセ

スメントを行う 
・出産後の養育支援に繋ぐ 
・児童虐待予防、妊産婦メンタルヘル

スの安定に寄与する 
という実効性のあるシステム構築の

可能性がより高くなってきたと考え

る。次年度もさらなる成果を得るべく

研究を継続させていく。 

 
F．健康危険情報 
なし 

 
G. 研究発表 
1．論文発表 
1) 福井聖子、三瓶舞紀子、金川武司、 
川口晴菜、和田聡子、光田信明、 「大

阪府小児救急電話相談(#8000)に寄せ

られる新生児の相談と育児不安の検

討」、母性衛生、58: 2017 (in press) 
2) 中井章人、光田信明、木下勝之．「メ

ンタルヘルスに問題がある妊産婦の

頻度と社会的背景に関する研究」、日

本周産期・新生児医学会雑誌、53:2017 

(in press) 
 
2．学会発表 
1) 第 8 回日本こども虐待医学会学術

集会：性虐待の被害経験がある妊婦へ

－45－



の支援 福岡 2016 年 7 月 22 日   
2) 第 57 回日本母性衛生学会：要支援

妊婦を支える  
東京 2016 年 10 月 14-15 日 
3) 第 57 回日本母性衛生学会：母子健

康手帳の有効活用を目指して～リー

フレットを用いた広報の実際～  

東京 2016 年 10 月 14-15 日 
4) 第 57 回日本母性衛生学会：当院に

おける若年妊婦の妊娠分娩経過と社会

的背景 東京 2016 年 10 月 14-15 日 
5) 第 57 回日本母性衛生学会：思いが

けない妊娠の相談窓口「にんしん SOS」

に寄せられる「着床出血」相談 東京 
2016 年 10 月 14-15 日 
6) 第13回日本周産期メンタルヘルス

研究会：大阪府内精神科医療機関を対

象とした「妊産婦メンタルヘルスに関

する現状調査」東京  
2016 年 11 月 19-20 日 
7) 第13回日本周産期メンタルヘルス

研究会：産科医療で行う妊産婦のメン

タルヘルスの重要性と課題～妊産婦

こころの相談センターをはじめて～ 
東京 2016 年 11 月 19-20 日 
8) 第22回日本こども虐待防止学会学

術集会：望まない妊娠への支援―母親

にならないということ―大阪  
2016 年 11 月 27 日 
9) 日本子ども虐待防止学会第22回学

術集会おおさか大会：和泉市要保護児

童対策地域協議会における特定妊婦

への支援について・第１報 大阪 

2016 年 11 月 25-26 日 
10) 日本子ども虐待防止学会第 22 回

学術集会おおさか大会：和泉市要保護

児童対策地域協議会における特定妊

婦への支援について・第２報 大阪 

2016 年 11 月 25-26 日 
11) 日本子ども虐待防止学会第 22 回

学術集会おおさか大会：大阪府未受診

妊娠調査から見えてきた児童虐待  
大阪 2016 年 11 月 25-26 日 
12) 日本子ども虐待防止学会第 22 回

学術集会おおさか大会：望まない妊娠

への支援－母親にならないというこ

と－ 大阪 2016 年 11 月 25-26 日 

 
H. 知的財産権の出願・登録状況(予定

を含む。) 

 
１．特許取得：なし 
２．実用新案登録：なし 
３．その他：なし 

 
I．問題点と利点 
・従来経験則から推定されていたいく

つかが実証的に示せた。 
・妊娠中の要因から養育困難を見出す

可能が高まった。 
・後方視的データは多いが、事例数が

多くない。 
・個人情報保護の観点から事例データ

収集に困難がある。 

 
J．今後の展開 
妊娠期から子育てへ切れ目のない母

子保健システムの開発を行う。 
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